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は
じ
め
に

一
　
国
家
主
権
の
制
限
に
よ
る
国
際
的
な
無
政
府
状
態
の
克
服

二
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
と
国
際
関
係
の
変
容

三
　「
修
正
主
義
国
家
」
に
関
す
る
分
析

四
　「
集
団
安
全
保
障
」
に
よ
る
平
和
の
維
持

五
　「
平
和
的
変
革
」
を
通
じ
た
平
和
の
創
出

お
わ
り
に

 

水

野

良

哉

「
集
団
安
全
保
障
」
と
「
平
和
的
変
革
」
の
調
和
を
目
指
し
て

―
一
九
三
〇
年
代
中
葉
に
お
け
る
ア
ー
ノ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
の

　
　
平
和
構
想
を
中
心
に

―
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は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
で
あ
る
ア
ー
ノ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
（Arnold J. Toynbee

）
が
、
各
国
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が

台
頭
し
国
際
関
係
の
悪
化
が
深
ま
る
一
九
三
〇
年
代
中
葉
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
安
定
的
な
平
和
と
秩
序
を
再
構
築
す
る
た
め
、
ど
の

よ
う
な
政
治
構
想
を
有
し
て
い
た
か
を
解
明
す
る
も
の
で
あ（
1
）る。
ま
た
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
特
に
一
九
三
〇
年
代
の
平
和
的
変
革
論
を

巡
る
議
論
に
関
し
て
、
国
際
関
係
論
の
学
説
史
に
一
定
の
知
見
を
提
供
し
た
い
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
著
名
な
世
界
史
家
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ク
ニ
ー
ル
（W

illiam
 H

. M
cN

eill

）
に
よ
る
評
伝
研
究
が
な
さ
れ
る

な
ど
、
そ
の
主
著
『
歴
史
の
研
究
』
に
お
い
て
、
独
自
の
歴
史
哲
学
を
提
示
し
二
〇
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
の
時
期
に
世
界
的
な
名
声
を
博

し
た
歴
史
家
で
あ
っ（
2
）た。

し
か
し
他
方
で
彼
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
国
際
関
係
論
に
お
い
て
、
一
定
の
知
名
度
と
影
響
力
を
有
し
た
専
門

家
で
も
あ
っ
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
特
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
以
降
に
国
際
関
係
へ
の
関
心
を
深（
3
）め、
同
大
戦
終
結
後
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
代
表
団
の
一
員
と
し
て
パ
リ
講
和
会
議
に
も
参
加
し
た
。
ま
た
、
一
九
二
〇
年
代
中
葉
か
ら
一
九
五
〇
年
代
中
葉
ま
で
の
期
間
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
際
関
係
論
研
究
の
中
心
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
王
立
国
際
問
題
研
究
所
（The Royal Institute of International 

Affairs

）
に
研
究
室
長
と
し
て
勤
務
し
、
同
研
究
所
で
の
国
際
情
勢
分
析
に
お
い
て
長
ら
く
重
要
な
役
割
を
担
っ（
4
）た。

　
第
二
次
世
界
大
戦
時
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
よ
る
支
援
の
下
、
戦
後
国
際
秩
序
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た
め
多
く
の
知
識
人
を
束

ね
、
王
立
国
際
問
題
研
究
所
の
海
外
調
査
部
の
長
と
し
て
、
様
々
な
議
論
を
取
り
纏
め
る
こ
と
に
従
事
し（
5
）た。

大
戦
終
結
後
に
お
い
て
も
、

冷
戦
や
核
問
題
、
脱
植
民
地
化
や
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
関
す
る
問
題
な
ど
、
各
種
の
国
際
問
題
に
つ
い
て
精
力
的
に
考
察
を
行
っ（
6
）た。
ま
た
、

そ
う
し
た
ト
イ
ン
ビ
ー
の
国
際
関
係
に
関
す
る
知
的
営
為
は
、
国
際
関
係
論
の
英
国
学
派
に
お
け
る
指
導
的
な
人
物
で
あ
っ
た
マ
ー
テ
ィ

ン
・
ワ
イ
ト
（M

artin W
ight

）
を
始
め
、
後
世
の
国
際
関
係
論
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い（
7
）る。

総
じ
て
い
え
ば
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ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
か
ら
二
〇
世
紀
中
葉
ま
で
、
国
際
関
係
論
に
お
け
る
重
要
人
物
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
国
際
関
係
論
の
専
門
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、

国
際
関
係
論
を
専
門
と
す
る
研
究
者
で
も
、
彼
の
名
を
知
る
者
は
多
く
な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
著
名
な
国
際
政

治
学
者
で
あ
る
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
（E. H

. Carr

）
が
、
国
益
と
い
う
特
殊
な
利
益
と
普
遍
的
な
国
際
社
会
全
体
の
利
益
を
同
一
視
し
、
現
実

政
治
へ
の
理
解
を
欠
い
た
「
空
想
主
義
者
」
の
一
人
と
し
て
ト
イ
ン
ビ
ー
を
批
判
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ（
8
）る。

実
際
、
こ
う
し
た

カ
ー
の
批
判
も
あ
り
、
後
世
の
国
際
関
係
論
研
究
で
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
カ
ー
に
論
難
さ
れ
た
他
の
知
識
人
と
並
び
、
長
ら
く
研
究
対

象
と
な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

　
他
方
で
、
お
よ
そ
四
半
世
紀
前
か
ら
、
カ
ー
に
批
判
さ
れ
た
知
識
人
を
再
評
価
す
る
研
究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い（
9
）る。
例
え
ば
、
ノ
ー

マ
ン
・
エ
ン
ジ
ェ
ル
（N

orm
an Angell

）、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
Ｅ
・
ジ
マ
ー
ン
（Alfred E. Zim

m
ern

）、
レ
ナ
ー
ド
・
ウ
ル
フ
（Leonard 

S. W
oolf

）
な
ど
、
主
に
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
影
響
力
を
有
し
て
い
た
が
、
カ
ー
の
批
判
の
影
響
も
あ
り
後
世
の
研
究
者
に
等

閑
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
知
識
人
を
再
検
討
す
る
諸
研
究
が
な
さ
れ
て
き
）
10
（

た
。
ま
た
、
個
別
の
思
想
家
の
検
討
に
留
ま
ら
ず
、
よ
り
広

範
な
対
象
（
学
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
政
治
活
動
家
、
政
治
家
、
さ
ら
に
は
女
性
の
知
識
人
）
に
着
目
し
、
戦
間
期
国
際
関
係
論
の
学
説
史
を

包
括
的
に
再
検
討
す
る
研
究
も
生
み
出
さ
れ
て
い
）
11
（

る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
研
究
潮
流
と
関
連
し
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
国
際
関
係
に
関
す
る
知

的
営
為
の
再
検
討
も
近
年
進
展
し
て
き
）
12
（
た
。
以
下
で
は
、
上
記
の
研
究
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
九
三
〇
年
代
の
国
際
情
勢
に
関
す
る
ト

イ
ン
ビ
ー
の
知
的
営
為
に
注
目
し
た
先
行
研
究
を
検
討
し
た
い
。

　
ま
ず
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
、
イ
タ
リ
ア
や
ド
イ
ツ
な
ど
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
秩
序
の
あ
り
方
に
不
満
を
抱
く
「
修
正
主
義
国

家
」
の
対
外
拡
張
に
対
抗
す
る
意
図
を
示
し
て
い
た
点
に
着
目
す
る
一
連
の
研
究
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
一
九
三
五
年
一
〇
月
に
行
わ

れ
た
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
攻
に
関
す
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
認
識
に
言
及
し
た
諸
研
究
で
は
、
彼
が
同
侵
攻
に
つ
い
て
、
国
際
連
盟
に

お
け
る
他
国
と
の
協
調
を
土
台
と
し
た
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
が
軍
事
的
に
も
対
応
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
国
際
的
な
集
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団
安
全
保
障
体
制
の
機
能
不
全
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
13
（
る
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
ト
イ

ン
ビ
ー
が
ド
イ
ツ
の
台
頭
に
懸
念
を
深
め
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
民
主
主
義
国
家
の
み
で
な
く
、
ソ
連
と
も
戦

略
的
に
提
携
し
ド
イ
ツ
に
対
抗
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
点
を
解
明
し
た
研
究
も
存
在
す
）
14
（
る
。

　
他
方
で
上
記
の
諸
研
究
と
は
対
照
的
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
、「
修
正
主
義
国
家
」
へ
の
対
外
的
譲
歩
の
必
要
性
を
考
慮
し
て
い
た
点
に

着
目
す
る
研
究
も
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
ヴ
ェ
ノ
ー
ザ
（Robert D. Venosa

）
や
ス
ー
ザ
ン
・
ピ
ー
ダ
ー
セ

ン
（Susan Pedersen
）
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
、
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
を
国
際
的
に
管
理
す
る
権
利
を
持
つ
国
と
し
て
ド
イ
ツ
を
認
め
る
こ

と
で
、
同
国
へ
の
対
外
的
宥
和
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
）
15
（

た
。

　
こ
の
よ
う
に
既
存
の
諸
研
究
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
国
際
情
勢
に
関
す
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
知
的
営
為
に
つ
い
て
、
彼
が
「
修
正
主
義

国
家
」
の
対
外
的
拡
張
に
対
峙
す
る
必
要
性
を
説
い
た
点
を
強
調
す
る
見
解
と
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
主
に
ド
イ
ツ
を
念
頭
に
置
き
「
修
正

主
義
国
家
」
に
対
し
て
外
交
的
譲
歩
を
主
張
し
た
点
を
強
調
す
る
見
解
と
い
う
、
相
異
な
る
評
価
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
ト
イ

ン
ビ
ー
が
、
力
に
基
づ
く
暴
力
的
な
現
状
変
更
の
防
止
と
国
際
社
会
の
平
和
的
変
革
の
双
方
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
入

り
不
安
定
化
し
た
国
際
秩
序
を
再
建
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
点
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
事
実
、
そ
う
し
た
点
に
言
及

し
た
研
究
と
し
て
、
吉
川
宏
、
ジ
ョ
ア
ン
ヌ
・
ペ
ン
バ
ー
ト
ン
（Jo-Anne Pem

berton

）、
ヤ
ン
・
シ
ュ
ト
ゥ
ク
マ
ン
（Jan Stöckm

ann

）

な
ど
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
も
の
）
16
（
の
、
こ
れ
ら
の
研
究
も
未
公
刊
史
料
な
ど
を
用
い
て
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
を
内
在
的
に
検
討
し
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
当
時
の
国
際
関
係
史
上
の
文
脈
や
そ
れ
に
関
連
す
る
言
説
上
の
文
脈
に
留
意
し
な
が
ら
、
論
文
や
著
書
な
ど
の

公
刊
史
料
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
講
演
録
や
書
簡
な
ど
の
未
公
刊
史
料
も
用
い
る
こ
と
で
、
主
に
一

九
三
〇
年
代
中
葉
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
平
和
構
想
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
、
特
に
一
九
三
〇
年
代
中
葉
に

お
い
て
、「
修
正
主
義
国
家
」
に
よ
る
対
外
的
拡
張
を
阻
止
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
諸
国
に
対
外
的
譲
歩
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
各
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国
の
対
立
を
緩
和
し
国
際
的
な
平
和
の
再
構
築
を
企
図
し
て
い
た
点
に
関
し
て
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
、
そ
の
内
在
的
論
理
を
解
明
す
る
。

　
ま
た
、
本
稿
の
方
法
論
に
つ
い
て
付
言
し
た
い
。
本
稿
で
は
ト
イ
ン
ビ
ー
を
、
思
想
世
界
の
問
題
と
よ
り
実
践
的
な
国
際
関
係
の
問
題

を
跨
ぐ
形
で
議
論
を
展
開
し
た
「
境
界
を
跨
ぐ
人
（in-betw

een-figure

）」
と
捉
え
、
そ
の
国
際
情
勢
分
析
を
検
討
す
）
17
（
る
。
こ
う
し
た
思

想
史
と
国
際
関
係
史
を
横
断
す
る
学
際
的
な
検
討
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
国
際
情
勢
分
析
の
正
確
な
理
解
に
資
す
る
だ
け

で
な
く
、
少
な
く
と
も
第
一
次
世
界
大
戦
時
以
来
イ
ギ
リ
ス
に
存
在
し
た
、
国
際
機
関
を
通
じ
た
植
民
地
統
治
と
い
う
思
想
が
、
一
九
三

〇
年
代
の
国
際
情
勢
を
背
景
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
彼
の
「
平
和
的
変
革
」
論
の
中
で
流
用
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
戦
間
期
国
際
関

係
論
に
お
い
て
、
帝
国
や
植
民
知
主
義
の
問
題
と
平
和
的
変
革
論
と
が
構
成
的
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
は
、
戦
間
期
国
際
関
係
論
の
学
説
史
を
考
察
す
る
上
で
一
定
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
以
下
の
五
章
の
論
述
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
一
章
で
は
、
主
に
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
至
る
ま
で
の
ト
イ
ン
ビ
ー

の
主
権
国
家
体
制
や
国
際
的
な
無
政
府
状
態
へ
の
批
判
的
な
分
析
、
さ
ら
に
は
国
際
連
盟
を
通
じ
た
各
国
の
協
調
へ
の
支
持
を
検
討
す
る
。

次
章
で
は
、
上
記
の
平
和
へ
の
理
念
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
特
に
大
恐
慌
以
降
、
各
国
の
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
や
国
際
関

係
の
悪
化
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
論
述
す
る
。
三
章
で
は
、
そ
う
し
た
国
際
関
係
の
悪
化
の
中
で
、
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、

ド
イ
ツ
と
い
っ
た
「
修
正
主
義
国
家
」
に
つ
い
て
ト
イ
ン
ビ
ー
が
ど
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
上
述
の
各
章
の

議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
以
降
の
章
で
は
ト
イ
ン
ビ
ー
が
、
少
な
く
と
も
一
九
三
〇
年
代
中
葉
に
お
い
て
、「
集
団
安
全
保
障
」
と

「
平
和
的
変
革
」
を
両
立
さ
せ
、
平
和
的
か
つ
安
定
的
な
国
際
関
係
の
再
建
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
特
に
四
章
で
彼

の
「
集
団
安
全
保
障
」
観
に
つ
い
て
、
五
章
で
「
平
和
的
変
革
」
観
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。
終
章
で
は
、
本
稿
で
の
議
論
を
改
め
て
概

観
し
た
上
で
、
そ
の
議
論
か
ら
導
出
さ
れ
る
先
行
研
究
に
対
す
る
本
研
究
の
新
規
性
や
国
際
関
係
論
の
学
説
史
へ
の
含
意
に
つ
い
て
言
及

す
る
。
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一
　
国
家
主
権
の
制
限
に
よ
る
国
際
的
な
無
政
府
状
態
の
克
服
　

　
本
章
で
は
、
各
国
の
対
立
が
深
ま
る
中
で
国
際
的
な
平
和
や
安
定
の
可
能
性
を
模
索
し
た
、
一
九
三
〇
年
代
中
葉
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
国

際
情
勢
分
析
の
思
想
的
背
景
と
し
て
、
主
に
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
至
る
ま
で
の
彼
の
国
際
関
係
思
想
を
概
観
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ト

イ
ン
ビ
ー
が
、
国
境
を
越
え
た
自
由
貿
易
の
進
展
に
始
ま
る
世
界
統
合
の
趨
勢
を
評
価
す
る
一
方
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
惨
禍
を

重
く
受
け
止
め
、
国
家
主
権
の
制
限
を
基
に
し
た
国
際
協
調
の
推
進
を
試
み
て
い
た
点
を
考
察
す
る
。

　
少
な
く
と
も
戦
間
期
か
ら
顕
著
で
あ
っ
た
ト
イ
ン
ビ
ー
の
国
際
関
係
思
想
に
特
徴
的
な
点
の
一
つ
は
、
彼
が
現
代
国
際
関
係
に
通
底
す

る
歴
史
的
潮
流
と
し
て
、
極
め
て
多
く
の
事
柄
が
国
境
を
越
え
て
よ
り
一
層
緊
密
に
結
び
付
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
傾
向
は
特
に
経
済
的
な
次
元
に
顕
著
に
見
ら
れ
、「
産
業
革
命
」
以
降
に
世
界
規
模
で
市
場
の
形
成

が
進
ん
だ
こ
と
起
因
し
て
い
）
18
（

た
。
こ
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
は
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
電
信
、
鉄
道
、
そ
し
て
蒸
気
船
と
い
っ
た
近
代

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
よ
り
、
人
々
を
隔
て
る
距
離
が
消
滅
し
た
と
い
う
認
識
か
ら
、
空
間
や
時
間
に
関
す
る
様
々
な
新
し
い
思
考
が

生
じ
た
知
的
文
脈
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
）
19
（

た
。
現
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
放
送
協
会
（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
に
よ
り
発
行
さ
れ
て
い
た

リ
ス
ナ
ー
（The Listener

）
誌
上
で
一
九
三
〇
年
一
一
月
九
日
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
近
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達

を
基
に
し
た
地
球
上
の
全
て
の
人
々
の
結
び
つ
き
の
増
大
を
「
距
離
の
消
滅
（annihilation of distance

）」
と
形
容
し
）
20
（

た
。

　
し
か
し
他
方
で
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
そ
う
し
た
世
界
統
合
の
進
展
に
も
拘
ら
ず
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
事
実
を
重
く
受
け
止
め

た
。
彼
に
と
っ
て
、
同
大
戦
の
勃
発
は
、
政
治
的
な
世
界
統
合
は
未
だ
成
し
遂
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
国
際
関
係
が
無
政
府
状
態
に
あ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
）
21
（

た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
見
解
で
は
、
経
済
領
域
に
お
い
て
全
人
類
が
結
び
つ
き
を
深
め
る
一
方
で
、
政
治
領
域
に
お
い
て

は
、
各
国
家
の
主
権
に
沿
っ
た
分
断
が
世
界
に
未
だ
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
）
22
（
た
。
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ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
現
代
国
際
関
係
に
お
い
て
主
権
国
家
体
制
が
未
だ
に
強
固
に
存
在
す
る
理
由
を
、
多
く
の
人
々
が
抱
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
み
た
。
彼
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
「
地
方
的
な
国
家
主
権
へ
の
崇
拝
」
と
い
う
形
式
を
と
る
一
種
の
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
宗
教

感
情
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
と
い
っ
た
宗
教
と
対
立
し
た
時
で
さ
え
、
多
く
の
人
々
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
選
ぶ
可
能
性
が

高
い
ほ
ど
強
力
で
あ
る
と
考
え
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
そ
の
よ
う
に
人
々
が
崇
拝
す
る
国
家
主
権
と
い
う
制
度
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
と
い

う
惨
禍
を
引
き
起
こ
し
た
主
要
因
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
戦
争
を
引
き
起
こ
す
制
度
」
と
述
べ
）
23
（

た
。

　
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
人
々
が
自
身
の
自
由
意
志
に
よ
り
、
国
家
主
権
へ
の
崇
拝
を
克
服
す
る
こ
と
を
説
い
た
。

彼
の
見
解
で
は
、
国
家
主
権
へ
の
崇
拝
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
克
服
で
き
な
け
れ
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
よ
う
に
若
い
世
代
を

中
心
に
多
大
な
犠
牲
が
再
び
引
き
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
）
24
（
た
。
そ
の
た
め
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
諸
国
家
に
よ
る
軍
拡
を
抑
制
す
る
だ

け
で
な
く
、
よ
り
根
本
的
な
平
和
へ
の
取
組
み
と
し
て
、
国
家
主
権
へ
の
盲
信
を
克
服
し
国
際
的
な
無
政
府
状
態
を
最
終
的
に
解
消
す
る

必
要
性
を
唱
え
）
25
（
た
。
実
際
に
彼
は
、
一
九
三
一
年
の
あ
る
論
考
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

我
々
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
五
〇
か
ら
六
〇
の
断
片
か
ら
現
代
社
会
全
体
へ
と
、
す
な
わ
ち
、
五
百
年
に
亘
り
悲
惨
な
結
果
を
伴
い
主
権
を
簒
奪
し

て
き
た
局
所
的
な
国
民
国
家
か
ら
、
我
々
の
社
会
全
体
を
体
現
す
る
何
ら
か
の
制
度
に
、
主
権
の
威
信
や
大
権
を
再
度
移
譲
し
な
く
て
は
な
ら
な
）
26
（
い
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
国
家
主
権
の
移
譲
に
関
す
る
制
度
的
試
み
と
し
て
適
切
な
も
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
設
立

さ
れ
た
国
際
連
盟
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
国
際
社
会
全
体
の
利
益
の
た
め
、
各
主
権
国
家
が
、
国
際
連
盟
の
よ
う
な
国
際
機
関
に
主
権
を
移

譲
す
る
こ
と
で
、
国
際
的
な
無
政
府
状
態
を
秩
序
あ
る
状
態
へ
と
変
革
す
る
必
要
性
を
唱
え
）
27
（

た
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
関
係
が
、
そ
の
無
政
府
状
態
の
克
服
に
向
け
て
一
定
の
進
歩
を
遂
げ
て
き
た
こ
と
に
確

信
を
抱
い
て
も
い
）
28
（

た
。
現
に
彼
は
一
九
二
五
年
に
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
の
政
治
評
論
家
で
あ
っ
た
ウ
ル
フ
が
記
し
た
『
国
際
政
府
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論
）
29
（

』
を
援
用
し
て
、
万
国
郵
便
連
合
や
国
際
電
気
通
信
連
合
と
い
っ
た
国
際
組
織
が
一
九
世
紀
以
来
発
展
し
て
き
た
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
、

国
際
連
盟
の
発
足
以
降
に
こ
う
し
た
発
展
が
政
治
領
域
で
も
顕
著
と
な
）
30
（

り
、
平
和
維
持
の
た
め
に
主
権
国
家
間
で
の
協
調
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
主
張
し
）
31
（
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
認
識
で
は
、
こ
の
よ
う
に
変
革
さ
れ
た
国
際
関
係
の
あ
り
方
は
、
大
戦
終
結
以
前
に
存
在
し

た
、
各
主
権
国
家
の
自
助
の
原
理
を
基
礎
と
す
る
国
際
関
係
の
あ
り
方
と
は
基
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
）
32
（
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

国
際
連
盟
を
通
じ
て
「
力
で
は
な
く
合
意
に
よ
）
33
（

り
」
戦
争
を
防
止
す
る
こ
と
で
、
各
国
の
国
際
協
調
を
基
礎
と
し
た
国
際
秩
序
を
創
出
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
他
方
で
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
国
際
協
調
の
失
敗
に
つ
い
て
懸
念
を
抱
い
て
も
い
た
。
彼
の
見
解
で
は
、
国
際
協
調
が
失
敗
し
た
場
合
、
各

国
間
で
の
衝
突
が
繰
り
返
さ
れ
た
後
に
、
一
つ
の
大
国
が
軍
事
的
に
他
の
主
権
国
家
を
従
属
状
態
に
お
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
歴
史
的
に
見
て
「
国
際
的
な
無
政
府
状
態
が
終
わ
る
通
常
の
方
法
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
あ
く
ま
で
も
各
国

が
自
国
の
国
家
主
権
を
制
限
し
た
上
で
国
際
連
盟
を
通
じ
て
協
調
す
る
こ
と
で
、
国
際
的
な
無
政
府
状
態
を
克
服
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い

た
。
彼
は
、
各
国
の
合
意
に
よ
り
国
際
的
な
無
政
府
状
態
が
解
消
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
あ
る
特
定
の
国
の
優
越
的
な
力
の
行
使
に
よ
り

国
際
的
な
無
政
府
状
態
が
解
消
さ
れ
る
か
が
、
現
在
「
我
々
が
直
面
し
て
い
る
重
要
な
問
題
」
で
あ
る
と
し
）
34
（
た
。

　
上
記
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
」
と
い
う
思
想
潮
流
を
反
映
し
て
い
た
。
同
潮
流
に
連

な
る
知
識
人
の
多
く
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
後
、
国
際
的
な
無
政
府
状
態
を
戦
争
の
主
要
因
と
し
て
認
識
す
る
と
と
も
に
、
国
際
関

係
に
お
け
る
進
歩
と
正
義
の
実
現
を
唱
え
）
35
（

た
。
加
え
て
彼
ら
は
、
各
国
家
の
国
際
的
な
行
動
に
関
す
る
規
範
や
制
度
的
上
の
規
則
を
重
視

し
、
国
際
連
盟
の
中
で
制
度
化
さ
れ
た
各
国
の
合
意
に
よ
り
平
和
を
創
出
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
）
36
（

た
。
こ
う
し
た
思
考
様
式
は
、
少
な

く
と
も
一
九
三
〇
年
代
前
半
ま
で
隆
盛
し
た
が
、
国
際
的
な
無
政
府
状
態
を
問
題
視
し
、
各
国
の
国
家
主
権
の
制
限
や
国
際
協
調
の
推
進

と
い
う
点
か
ら
国
際
連
盟
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
は
、
上
記
の
イ
ギ
リ
ス
の
「
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
」
の
思
想
潮
流

を
大
筋
で
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。



「集団安全保障」と「平和的変革」の調和を目指して

347

二
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
と
国
際
関
係
の
変
容
　

　
前
述
の
よ
う
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
国
際
的
な
経
済
相
互
依
存
を
重
視
す
る
だ
け
で
な
く
、
各
国
の
人
々
が
自
国
の
国
家
主
権
へ
の
盲
信

を
超
克
す
る
こ
と
を
基
に
国
際
協
調
を
達
成
し
、
政
治
・
経
済
的
に
一
層
緊
密
な
国
際
関
係
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
し
か

し
他
方
で
彼
は
、
そ
う
し
た
平
和
へ
の
理
念
を
保
ち
つ
つ
も
、
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ォ
ー
ル
街
で
一
九
二
九
年
の
秋
に
生
じ
た
株
価
の
大
暴
落

を
発
端
と
し
た
世
界
恐
慌
を
受
け
、
各
国
の
自
国
中
心
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
る
中
、
国
際
関
係
に
お
け
る
混
乱
と
対
立
を

認
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
本
章
で
は
、
特
に
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
時
期
に
焦
点
を
当
て
、
こ
う
し
た
ト
イ
ン
ビ
ー
の
認

識
の
変
容
を
検
討
す
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
世
界
恐
慌
の
発
生
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
資
金
の
引
き
揚
げ
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
、
一
九
三

一
年
五
月
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
大
手
銀
行
で
あ
っ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
（Credit-Anstalt

）
の
倒
産
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
金
融
機
関
へ
の
大
き
な
打
撃
と
な
り
、
様
々
な
金
融
機
関
の
連
鎖
的
な
破
綻
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
各
国
の
企
業
活
動
は
大
き
く
落
ち
込
み
失
業
率
も
増
大
す
る
と
と
も
に
、
世
界
貿
易
も
著
し
く
減
退
し
景
気
停
滞
の
悪
循
環
が
世

界
的
に
蔓
延
し
た
。
こ
う
し
た
経
済
不
況
を
受
け
、
各
国
は
保
護
貿
易
へ
と
舵
を
切
っ
た
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
一
連
の
論
考
の
中
で
、
国
際
的
な
自
由
主
義
経
済
の
盛
衰
を
歴
史
的
観
点
か
ら
考
察

し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
産
業
革
命
」
の
先
駆
者
と
な
っ
た
後
に
、
自
国
の
経
済
活
動
を
世
界
中
で
自
由
に
行
う
こ
と
で
世

界
経
済
の
中
心
と
な
っ
）
37
（
た
。
こ
の
よ
う
な
一
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
発
展
は
、「
経
済
的
な
活
動
か
ら
の
政
府
の
撤
退
」
を

唱
え
る
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
と
い
う
自
由
貿
易
を
支
持
す
る
思
想
が
生
み
出
さ
れ
る
土
壌
を
作
り
出
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
が
影

響
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
国
際
経
済
領
域
に
お
い
て
関
税
障
壁
が
弱
め
ら
れ
、「
世
界
経
済
の
統
一
」
へ
と
向
か
う
趨
勢
が
存
在
し
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て
き
た
の
で
あ
っ
）
38
（
た
。

　
し
か
し
他
方
で
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
動
き
に
反
し
て
既
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
、
自
由
貿
易
の
思
想
を
排
し
高
関
税
を
課
す
動

き
も
存
在
し
て
き
た
と
考
え
た
。
彼
の
見
方
で
は
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
諸
国
は
、
世
界
経
済
の
中
で
有
利
に
立
つ

た
め
関
税
政
策
を
採
用
し
、
そ
の
よ
う
な
動
き
に
対
抗
す
る
形
で
イ
ギ
リ
ス
で
も
保
護
貿
易
に
向
か
う
流
れ
が
存
在
し
）
39
（
た
。
ま
た
、
こ
う

し
た
一
連
の
歴
史
的
な
流
れ
の
中
で
、
国
際
経
済
に
お
け
る
障
壁
は
増
大
し
、
各
国
政
府
は
、
財
や
資
本
、
そ
し
て
人
の
流
れ
を
制
限
す

る
よ
う
に
な
っ
）
40
（
た
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
特
に
世
界
恐
慌
後
の
世
界
で
は
、
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
に
よ
り
、
前
世
紀
に
端
を
発
す
る
保
護
貿
易
へ

の
動
き
が
一
層
顕
著
に
な
っ
た
と
考
え
た
。
彼
の
見
解
で
は
、
世
界
大
で
の
経
済
恐
慌
が
深
ま
る
に
つ
れ
、
各
国
家
が
そ
の
経
済
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
か
ら
関
税
障
壁
を
設
け
自
由
な
財
や
資
本
の
交
換
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
国
際
的
な
経
済
相
互
依
存
関
係
の
衰
退
を
助
長
し
て

い
）
41
（
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
国
際
経
済
上
の
問
題
の
背
景
に
は
、
国
境
を
越
え
た
人
、
モ
ノ
、
金
の
自
由
な
移
動
を
通
じ
た
結
び

つ
き
を
意
味
す
る
経
済
的
論
理
と
、
各
国
の
国
家
主
権
の
枠
組
み
に
沿
っ
て
国
際
関
係
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
政
治
的
論
理
の
対
立
が
存

在
す
る
と
考
え
、「
現
代
の
世
界
的
な
危
機
は
、
こ
う
し
た
闘
争
の
明
白
な
兆
候
」
で
あ
る
と
論
じ
）
42
（
た
。

　
世
界
恐
慌
の
中
で
イ
ギ
リ
ス
も
、
一
九
三
二
年
二
月
に
保
護
関
税
法
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
に
締
結
さ
れ
た
オ
タ
ワ
協
定
に

基
づ
き
そ
の
帝
国
内
に
お
け
る
特
恵
関
税
制
度
を
採
用
し
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
そ
う
し
た
一
連
の
保
護
主
義
へ
の
流
れ
に
つ
い
て
、

「
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
自
身
に
特
有
で
伝
統
的
な
実
践
を
放
棄
」
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
）
43
（

た
。
加
え
て
彼
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
保

護
主
義
に
向
か
う
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
現
代
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
イ
ギ
リ
ス
帝
国
を
経
済
的
に
統
合
さ
れ
た
も
の
と
し
、
帝
国
内
で
の
自

由
貿
易
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
）
44
（
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
に
「
統
合
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
帝
国
」
と
い
う
経

済
圏
を
規
模
の
大
き
な
も
の
と
認
め
る
一
方
で
、
世
界
的
に
統
一
さ
れ
た
経
済
圏
と
比
し
て
遥
か
に
小
さ
な
も
の
に
留
ま
る
と
評
し
）
45
（

た
。

ト
イ
ン
ビ
ー
の
見
解
で
は
、
保
護
貿
易
へ
の
移
行
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
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は
、
自
由
貿
易
の
思
想
に
親
和
的
な
世
界
経
済
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
に
よ
り
、
自
国
の
生
活
水
準
の
著
し
い
低
下
を
被
る
可
能
性
が
あ
り
、

さ
ら
に
は
、
自
由
貿
易
の
思
想
や
実
践
の
発
祥
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
自
由
経
済
体
制
の
危
機
は
同
国
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
持
つ

の
で
あ
っ
）
46
（
た
。

　
世
界
恐
慌
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
は
、
国
際
的
な
経
済
相
互
依
存
関
係
の
衰
退
の
み
で
は
な
く
、
各
国
の
外
交
・
国
際
関
係

に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
外
交
史
・
国
際
関
係
史
家
の
ザ
ラ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
（Zara Steiner

）
に
よ
れ
ば
、
前
例
の
な
い
世
界
恐
慌
の

影
響
は
、
世
界
的
に
政
治
・
外
交
的
基
盤
を
脆
弱
化
さ
せ
る
と
と
も
に
、
各
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
分
裂
を
生
み
出
し
、
平
和
的
な
調

整
や
妥
協
の
可
能
性
を
減
少
さ
せ
た
。
そ
う
し
た
疑
念
渦
巻
く
雰
囲
気
の
中
で
は
、「
各
国
が
各
々
の
行
動
を
通
じ
て
そ
の
利
益
を
守
ろ

う
と
し
た
た
め
、
多
国
間
的
な
外
交
は
崩
れ
去
っ
た
」。
ま
た
、
そ
う
し
た
国
際
的
な
不
安
定
性
は
、
競
争
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
間
で
の
対
立

に
発
展
し
、「
現
状
維
持
国
家
」
と
「
修
正
主
義
国
家
」
の
距
離
を
拡
大
さ
せ
）
47
（
た
。
こ
の
結
果
、
世
界
的
に
各
国
の
外
交
の
あ
り
方
は
、

脆
弱
化
し
た
国
際
秩
序
の
中
で
、
自
国
の
利
益
を
最
優
先
す
る
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
っ
）
48
（
た
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
各
国
の
自
国
中
心
主
義
的
な
傾
向
が
、
国
際
関
係
に
好
ま
し
か
ら
ざ
る
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
看
取
し
、

一
九
三
二
年
六
月
一
五
日
に
公
刊
さ
れ
た
「
民
主
主
義
と
部
族
主
義
」
に
お
い
て
自
身
の
見
解
を
示
し
た
。
彼
は
、
人
々
を
同
胞
た
る
自

国
民
か
異
質
な
外
国
人
に
分
類
す
る
と
と
も
に
、
個
人
の
生
命
を
政
治
共
同
体
に
捧
げ
る
こ
と
を
強
調
す
る
考
え
を
「
部
族
主
義

（Tribalism

）」
と
批
判
し
、
そ
う
し
た
考
え
方
が
現
代
国
際
関
係
に
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う

し
た
現
代
国
際
関
係
の
あ
り
方
は
、
一
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
関
係
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国

際
関
係
は
、
基
本
的
に
王
朝
間
で
執
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
諸
国
家
は
現
代
の
よ
う
に
「
部
族
主
義
」
に
強
く
規
定
さ
れ
た
政
治
共

同
体
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
諸
国
間
の
戦
争
は
正
規
軍
同
士
で
行
わ
れ
、
市
民
は
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
現
代
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
過
去
の
国
際
関
係
と
は
異
な
り
、
大
衆
の
愛
国
主
義
的
な
熱
狂
と
い
う
問
題
が
生
じ

る
よ
う
に
な
っ
）
49
（
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
愛
国
主
義
的
な
熱
狂
の
原
因
を
、「
部
族
主
義
」
が
民
主
主
義
の
意
味
内
容
を
変
質
さ
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せ
た
こ
と
に
見
出
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
は
本
質
的
に
「
人
道
主
義
的
」
な
要
素
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
世
紀

後
半
以
来
、
自
国
中
心
主
義
的
な
形
で
共
同
体
へ
の
献
身
を
説
く
「
部
族
主
義
」
と
関
係
を
取
り
結
ん
）
50
（

だ
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
大
衆
に

よ
る
熱
狂
的
か
つ
排
外
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
が
国
際
関
係
に
浮
上
し
、
現
代
国
際
秩
序
の
危
機
を
助
長
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
上
記
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
認
識
の
背
景
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
大
衆
民
主
社
会
の
到
来
と
い
う
問
題
が

あ
っ
た
。
政
治
思
想
史
家
の
ヤ
ン
＝
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ミ
ュ
ラ
ー
（Jan-W

erner M
üller

）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
自
由
主
義
者
の
多
く
は
、
時
が
経
て
ば
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
教
養
や
財
産
を
得
る
こ
と
を
通
じ
て
、
選
挙
権
を
得
る
資
格
を
備
え

る
だ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
資
格
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
な
い
人
々
に
対
し
て
政
府
の
選
択
を
任
せ
る
こ
と
に
は
消
極

的
で
あ
っ
）
51
（
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
見
ら
れ
た
大
衆
男
性
に
対
す
る
急
激
な
選
挙
権
の
拡
大
は
（
一

部
地
域
で
は
女
性
へ
の
選
挙
権
拡
大
も
見
ら
れ
た
）、
戦
間
期
の
自
由
主
義
者
に
大
衆
の
台
頭
に
対
す
る
警
戒
心
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
）
52
（
た
。

こ
う
し
た
懸
念
を
、
ト
イ
ン
ビ
ー
も
一
定
程
度
共
有
し
て
い
た
。
実
際
彼
は
、
今
日
の
大
衆
社
会
に
お
い
て
多
く
の
政
治
指
導
者
は
、

「
巧
妙
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
り
、
そ
の
人
心
を
揺
り
動
か
さ
れ
る
あ
ま
り
教
養
の
な
い
人
々
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
見
解
を

有
し
て
い
）
53
（
た
。

　
ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
大
衆
民
主
主
義
へ
の
批
判
的
な
認
識
は
、
国
際
関
係
論
に
お
け
る
古
典
的
現
実
主
義
の
系
譜

に
連
な
る
知
識
人
の
見
解
と
通
底
す
る
面
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
（H

ans M
orgenthau

）
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共

和
国
の
崩
壊
と
ナ
チ
ズ
ム
の
台
頭
に
起
因
す
る
大
衆
民
主
主
義
へ
の
否
定
的
な
見
解
を
背
景
と
し
）
54
（

て
、「
一
民
族
と
一
国
家
の
利
益
の
た

め
に
、
他
の
す
べ
て
の
国
々
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
が
も
つ
価
値
評
価
と
行
動
基
準
を
課
す
権
利
を
主
張
」
す
る
「
民
族
的
普
遍
主
義
」

を
問
題
視
し
）
55
（
た
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
そ
う
し
た
「
民
族
的
普
遍
主
義
」
が
、
圧
力
だ
け
で
な
く
説
得
や
妥
協
を
含
む
「
鋭
敏
で
柔
軟
か

つ
多
芸
的
な
活
動
」
で
あ
る
外
交
の
あ
り
方
を
、「
硬
直
で
冷
酷
で
偏
狭
な
精
神
活
動
」
に
変
形
さ
せ
る
こ
と
を
懸
念
し
）
56
（

た
。
ト
イ
ン

ビ
ー
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
よ
う
に
政
治
的
慎
慮
を
有
す
る
政
治
家
や
外
交
官
に
期
待
を
寄
せ
る
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
外
交
観
を
共
有
し
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て
い
な
か
っ
た
）
57
（
が
、
大
衆
に
よ
る
熱
狂
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
国
際
関
係
を
不
安
定
な
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
る
危
険
性
を
説
い
た
点

で
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
よ
う
な
古
典
的
現
実
主
義
者
の
見
解
と
共
鳴
す
る
点
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
カ
ー
に
よ
り
、
現
実
政
治
へ
の
理

解
を
欠
く
「
空
想
主
義
者
」
と
評
さ
れ
た
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
上
で
肝
要
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
一
九
三
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
「
イ
ギ
リ
ス
外
交
政
策
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
見
解
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、

世
界
恐
慌
以
降
の
国
際
関
係
に
お
け
る
分
断
や
動
揺
の
原
因
の
一
つ
を
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
主
要
な
国
際
連
盟
加
盟
国
が
、
国
際
安
全
保

障
の
確
立
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
こ
と
に
み
た
。
彼
の
認
識
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
国
際
秩
序

を
再
構
築
す
る
た
め
、
旧
来
の
国
際
貿
易
や
国
際
金
融
の
仕
組
み
を
再
建
す
る
と
い
う
経
済
的
な
取
り
組
み
と
、
国
際
的
な
集
団
安
全
保

障
体
制
の
創
設
に
向
け
て
、
国
際
連
盟
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
政
治
的
な
取
組
み
に
従
事
し
て
き
）
58
（
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
取
組
み
は
、
経

済
的
領
域
に
お
い
て
は
、
世
界
恐
慌
後
に
各
国
が
関
税
障
壁
を
設
け
世
界
的
に
貿
易
や
投
資
、
人
々
の
移
動
の
自
由
が
大
幅
に
制
限
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
し
て
政
治
的
領
域
に
お
い
て
は
、
日
本
に
よ
る
満
州
事
変
へ
の
侵
略
行
動
を
許
し
た
こ
と
よ
り
危
機
に
瀕
し
て
い
る

の
で
あ
っ
）
59
（

た
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
国
際
関
係
の
危
機
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
一
貫
性
の
な
い
外
交
政
策
を
採
用
し
て
き
た
と
論
じ
た
。
彼

に
よ
れ
ば
、
国
際
秩
序
の
問
題
に
お
い
て
は
、
経
済
・
政
治
・
軍
事
は
不
可
分
に
結
び
付
い
て
お
り
、
と
り
わ
け
「
国
際
安
全
保
障
が
な

け
れ
ば
、
国
際
的
な
信
用
貸
し
や
国
際
貿
易
は
存
在
し
え
な
い
」
が）

60
（

、
満
州
事
変
で
の
日
本
へ
の
対
応
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス

政
府
は
国
際
安
全
保
障
を
積
極
的
に
維
持
す
る
責
任
を
放
棄
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
国
際
安
全
保
障
の
不
安
定

化
と
い
う
問
題
は
、
国
際
社
会
の
現
状
に
不
満
を
抱
く
「
修
正
主
義
国
家
」
の
台
頭
が
よ
り
明
確
に
な
る
に
つ
れ
、
更
に
深
刻
な
問
題
と

な
っ
て
い
っ
た
。
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三
　「
修
正
主
義
国
家
」
に
関
す
る
分
析
　

　
前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
世
界
恐
慌
後
に
各
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
る
中
で
、
国
際
関
係
の
悪
化
に
関
す
る
認

識
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
章
で
は
そ
の
点
を
踏
ま
え
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
か
ら
中
葉
に
か
け
て
、

既
存
の
国
際
関
係
の
在
り
方
に
不
満
を
持
つ
「
修
正
主
義
国
家
」
の
対
外
行
動
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
現
代
の
国
際
関
係
の
在
り
方
に
不
満
を
示
す
主
な
「
修
正
主
義
国
家
」
を
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
と
し
た
上
で
、

こ
う
し
た
諸
国
が
、
過
剰
人
口
の
圧
力
や
海
外
市
場
及
び
資
源
の
供
給
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
不
満
を
抱
え
て
い
る
と
認
識
し
て
い

た
）
61
（

。
彼
の
見
解
で
は
、
植
民
地
と
そ
の
本
国
の
市
場
や
資
源
の
供
給
元
が
海
外
市
場
に
向
け
て
開
か
れ
、
相
対
的
に
自
由
貿
易
の
思
想
が

影
響
力
を
有
し
た
一
九
世
紀
の
世
界
で
は
、
上
記
の
諸
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の

ウ
ォ
ー
ル
街
の
金
融
危
機
に
端
を
発
し
て
世
界
的
に
波
及
し
た
経
済
恐
慌
に
よ
り
、
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
流
布
す
る
現
代
世
界
で
は
、

関
税
障
壁
を
通
じ
て
本
国
と
植
民
地
の
市
場
が
囲
い
込
ま
れ
た
た
め
、
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
諸
国
は
、
自
国
が
イ
ギ
リ
ス

本
国
や
そ
の
植
民
地
市
場
か
ら
排
除
さ
れ
た
こ
と
に
不
満
を
抱
い
て
い
）
62
（

た
。

　
他
方
で
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
そ
う
し
た
諸
国
が
抱
く
心
理
的
な
問
題
も
考
慮
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
国
際
関
係
に
お
い
て
「
同
等

の
地
位
を
渇
望
」
す
る
心
理
的
欲
求
の
こ
と
で
あ
り
、
本
質
的
に
非
合
理
的
で
は
あ
る
が
決
し
て
軽
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
イ

ン
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
心
理
的
欲
求
を
、
現
状
の
秩
序
に
お
け
る
「
敗
北
者
」
に
見
ら
れ
る
心
理
的
特
徴
と
し
、
特
に
「
平
和
的
変
革
」

の
可
能
性
を
追
求
す
る
際
に
、
こ
う
し
た
心
理
を
常
に
念
頭
に
置
く
必
要
性
を
指
摘
し
）
63
（
た
。
以
下
で
は
、
上
記
の
彼
の
認
識
を
踏
ま
え
な

が
ら
、
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
と
い
う
「
修
正
主
義
国
家
」
の
対
外
行
動
に
関
す
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
分
析
を
、
各
国
へ
の
見
解
の
差

異
に
留
意
し
な
が
ら
個
別
に
検
討
す
る
。
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ま
ず
日
本
に
つ
い
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
日
本
を
極
東
地
域
に
お
け
る
重
要
な
大
国
と
認
識
し
て
い
た
）
64
（
が
、
特
に
一
九
三
一
年
九
月
の
満

州
事
変
以
降
、
同
国
に
よ
る
中
国
大
陸
で
の
侵
略
行
動
を
非
難
し
、
そ
う
し
た
行
動
の
原
因
を
批
判
的
に
考
察
し
た
。
彼
は
、
日
本
の
侵

略
行
動
の
背
景
に
あ
る
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
過
小
な
資
源
に
比
し
て
増
大
す
る
人
口
の
圧
力
か
ら
生
じ
る
経
済
問
題
に
着
目

し
、
特
に
そ
の
人
口
の
大
部
分
を
占
め
る
農
民
の
経
済
的
困
窮
を
挙
げ
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
認
識
で
は
、
日
本
は
満
州
地
域
を
占
領
し
た

後
に
、
自
国
の
農
民
を
大
規
模
に
同
地
域
に
殖
民
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
人
々
の
経
済
的
な
苦
境
を
解
決
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
た
。

し
か
し
彼
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
殖
民
政
策
は
、
満
州
地
域
の
気
候
や
現
地
の
中
国
人
と
の
経
済
的
競
争
と
い
っ
た
障
壁
に
よ
り
失
敗
す

る
可
能
性
が
高
い
と
分
析
し
）
65
（

た
。

　
上
記
の
人
口
問
題
に
関
す
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
を
理
解
す
る
に
は
、
限
ら
れ
た
資
源
や
土
地
の
下
で
過
剰
人
口
に
い
か
に
対
処
す
る

か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、「
空
間
と
食
料
を
巡
る
闘
争
」
を
唱
え
る
新
マ
ル
サ
ス
主
義
的
な
発
想
に
基
づ
く
地
政
学
の
言
説
が
、
戦
間

期
（
特
に
一
九
三
〇
年
代
）
に
お
い
て
世
界
的
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
）
66
（
う
。
実
際
、
一
九
二
〇
年
代
末

に
始
ま
っ
た
世
界
恐
慌
を
受
け
て
各
地
で
市
場
の
閉
鎖
と
資
源
の
囲
い
込
み
が
進
ん
だ
こ
と
を
受
け
、
日
本
で
も
こ
う
し
た
地
政
学
的
言

説
が
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
春
名
展
生
に
よ
れ
ば
、「
空
間
な
き
国
民
」
で
あ
る
日
本
人
は
、
そ
の
領
土
内
の
資
源
の
み
で
は
、
自

身
の
生
活
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
焦
燥
感
か
ら
、「
国
民
的
自
足
自
給
の
教
義
」
と
も
評
さ
れ
た
地
政
学
を
積
極
的
か

つ
広
範
に
受
容
し
）
67
（
た
。
例
え
ば
、「
東
洋
の
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
」
と
称
さ
れ
、
帝
国
主
義
的
な
対
中
外
交
を
唱
え
て
い
た
政
治
家
の
森
恪

は
、「
七
千
万
の
日
本
人
は
、
狭
い
諸
島
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
天
然
資
源
に
恵
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
文
明
国
家
の
存
続
に
お
け
る
重
要

な
要
因
は
、
自
国
の
活
力
を
国
の
富
や
力
の
増
大
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
だ
」
と
主
張
し
、
日
本
の
満
州
地
域
へ
の
膨

張
を
正
当
化
し
）
68
（
た
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
日
本
の
満
州
地
域
へ
の
侵
略
を
論
じ
る
際
、
同
国
の
国
民
心
理
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
満
州
事

変
後
の
日
本
の
対
外
行
動
を
あ
く
ま
で
も
「
愚
行
」
と
評
価
し
て
い
た
）
69
（
が
、
そ
う
し
た
対
外
政
策
上
の
姿
勢
は
、
国
際
関
係
に
お
け
る
自
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国
の
優
越
性
を
信
じ
な
が
ら
も
、
人
種
的
な
要
素
も
含
め
西
洋
諸
国
と
比
し
て
劣
位
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
か
ら
生
じ
て
い
る
と

み
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
日
本
の
態
度
は
、
ア
メ
リ
カ
の
一
九
二
四
年
移
民
法
に
よ
る
日
系
移
民
の
排
斥
に
対
し
て
、
多
く

の
日
本
人
が
憤
激
し
た
こ
と
に
明
確
に
表
れ
て
い
）
70
（
た
。

　
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
同
国
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
の
原
因
を
説
明
す
る
際
、
そ
の
経
済
的
な
苦
境
を
指
摘
し
た
。
彼

の
見
方
で
は
、
イ
タ
リ
ア
は
日
本
と
同
様
に
過
剰
人
口
の
問
題
に
直
面
す
る
一
方
で
、
乏
し
い
物
的
資
源
し
か
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま

た
、
世
界
恐
慌
の
影
響
か
ら
保
護
主
義
が
蔓
延
す
る
状
況
下
で
世
界
市
場
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
イ
タ
リ
ア
経
済
に
と
っ
て
大
き

な
痛
手
で
あ
っ
）
71
（

た
。
こ
う
し
た
経
済
的
苦
境
は
、
イ
タ
リ
ア
が
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
資
源
を
奪
取
す
る
た
め
に
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
を
促
し

た
。
他
方
で
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
イ
タ
リ
ア
の
侵
略
の
背
後
に
あ
る
心
理
的
な
要
因
と
し
て
、
同
国
の
大
国
と
し
て
の
「
地
位
へ
の
渇
望
」

と
い
う
心
理
に
つ
い
て
も
指
摘
）
72
（
し
、
そ
う
し
た
心
理
に
基
づ
く
拡
張
主
義
的
な
対
外
行
動
を
批
判
し
）
73
（
た
。

　
実
際
、
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
の
背
景
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
先
発
帝
国
と
同
等
の
地
位
を
希
求
す
る
後
発

帝
国
と
し
て
の
問
題
が
存
在
し
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
。
一
九
世
紀
後
半
以
来
、
後
発
帝
国
と
し
て
の
立
場
に
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
は
、
そ

れ
ま
で
東
方
に
君
臨
し
て
い
た
強
力
な
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
や
ロ
シ
ア
帝
国
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
崩
壊
し
た
た
め
、

同
大
戦
後
の
地
中
海
に
て
新
た
な
拡
大
の
機
会
を
獲
得
し
た
か
に
思
え
た
。
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
は
戦
勝
国
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ

ン
ス
両
国
が
蚕
食
す
る
旧
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
の
「
分
配
」
や
東
南
欧
地
域
再
編
の
「
恩
恵
」
に
も
与
れ
な
か
っ
た
た
め
、
戦
後
の
国
際
秩

序
に
対
す
る
不
満
は
同
国
に
お
い
て
燻
り
続
け
）
74
（

た
。
加
え
て
、
一
八
九
六
年
三
月
一
日
に
ア
ド
ワ
の
戦
い
で
エ
チ
オ
ピ
ア
に
敗
戦
を
喫
し

た
経
験
も
、
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
征
服
に
拍
車
を
か
け
た
。
イ
タ
リ
ア
に
と
っ
て
、「
野
蛮
人
」
の
支
配
す
る
エ
チ
オ
ピ
ア
に
「
文

明
国
」
た
る
イ
タ
リ
ア
が
敗
北
す
る
こ
と
は
「
国
民
的
屈
辱
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
屈
辱
を
晴
ら
す
た
め
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
を
中
心

と
し
た
多
く
の
イ
タ
リ
ア
人
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
）
75
（

た
。

　
他
方
で
、
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
抗
議
す
る
国
際
的
な
運
動
が
大
き
な
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
。
特
に
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ア
フ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
海
諸
国
の
人
々
や
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の
国
家
的
独
立
を
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
自
由
の
最
後
の
砦
と

み
て
、
イ
タ
リ
ア
に
対
す
る
激
し
い
抗
議
活
動
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
国
際
連
盟
に
お
け
る
主
要
国
は
、

イ
タ
リ
ア
の
侵
略
行
動
に
対
し
て
積
極
的
な
対
策
を
取
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
経
済
制
裁

を
課
し
た
が
、
同
国
の
戦
争
遂
行
に
必
要
な
石
油
は
制
裁
対
象
に
含
め
ず
、
イ
タ
リ
ア
海
軍
の
ス
エ
ズ
運
河
の
通
航
を
禁
止
す
る
こ
と
も

し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
抗
議
と
妥
協
を
組
み
合
わ
せ
た
曖
昧
な
対
外
政
策
を
採
用
し
て
い
）
76
（

た
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
道
徳
的
に
許
容
し
難
い
と
考
え
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ

タ
リ
ア
の
独
裁
的
な
指
導
者
で
あ
る
ベ
ニ
ー
ト
・
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
（Benito M

ussolini

）
は
、
植
民
地
に
お
け
る
戦
争
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
戦
争
を
倫
理
的
に
異
質
な
も
の
と
し
、
自
国
の
侵
略
を
正
当
化
し
て
い
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
そ
う
し
た
見
解
を
、「
野
蛮
人
」

の
犠
牲
に
よ
り
「
文
明
」
の
領
域
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
い
う
思
考
を
前
提
と
し
て
い
る
と
非
難
し
）
77
（

た
。
こ
の
批
判
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
間
の
対
立
を
緩
和
す
る
た
め
、
イ
タ
リ
ア
に
不
必
要
な
対
外
的
譲
歩
を
行
い
、
エ

チ
オ
ピ
ア
の
人
々
の
生
命
や
自
由
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
て
い
）
78
（
た
。

　
上
述
の
よ
う
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
日
本
や
イ
タ
リ
ア
の
対
外
行
動
に
一
定
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
が
、
彼
が
最
も
注
視
し
た
「
修
正
主

義
国
家
」
は
ド
イ
ツ
で
あ
り
、
特
に
同
国
内
で
の
国
民
社
会
主
義
の
台
頭
を
懸
念
し
て
い
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
ド
イ
ツ
が
戦
前
の
「
プ

ロ
シ
ア
的
体
制
」
の
下
で
誤
っ
た
方
向
に
向
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
民
主
主
義
国
家
の
よ
う
に
行
動

す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
）
79
（
が
、
そ
う
し
た
期
待
は
一
九
三
三
年
一
月
の
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
（Adolf H

itler

）
の
首
相
就
任
に
よ
り
裏

切
ら
れ
た
。
事
実
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
首
相
就
任
後
、
一
九
三
三
年
二
月
二
七
日
に
起
こ
っ
た
ド
イ
ツ
国
会
議
事
堂
放
火
事
件
後
の
社
会
主
義

や
共
産
主
義
勢
力
へ
の
組
織
的
か
つ
大
規
模
な
弾
圧
、
さ
ら
に
は
翌
月
二
三
日
に
制
定
さ
れ
た
全
権
委
任
法
に
よ
る
議
会
民
主
主
義
の
事

実
上
の
廃
止
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
社
会
に
お
け
る
権
力
の
掌
握
を
進
め
て
い
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
情
勢
変
化
の
た

め
、
イ
ギ
リ
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
情
勢
に
目
を
配
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識
を
、
一
九
三
三
年
に
発
表
し
た
論
説
の
中
で
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既
に
示
し
て
い
）
80
（
た
。
加
え
て
彼
は
、
ド
イ
ツ
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
、
日
本
と
イ
タ
リ
ア
の
場
合
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
の
暴
力
的
な
現
状

変
更
の
試
み
を
厭
わ
な
い
拡
張
主
義
的
な
態
度
を
問
題
視
し
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
見
解
で
は
、
満
州
地
域
を
侵
略
し
た
日
本
や
エ
チ
オ
ピ

ア
を
侵
略
し
た
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
に
、
同
じ
く
「
修
正
主
義
国
家
」
で
あ
る
ド
イ
ツ
も
、
単
に
戦
争
を
回
避
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
が
譲

歩
を
行
う
と
認
識
し
た
な
ら
ば
、
対
外
問
題
に
お
い
て
よ
り
高
圧
的
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
）
81
（
た
。

　
ま
た
次
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
問
題
や
国
民
心
理
の
問
題
に
も
言
及
し
た
。
同
国
の
経
済
問
題
に

つ
い
て
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
日
本
及
び
イ
タ
リ
ア
と
比
し
て
ド
イ
ツ
は
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
「
現
状
維
持
国
」
に
よ
る
帝
国
市
場
か
ら
の
締

め
出
し
に
対
し
て
、
経
済
的
苦
境
に
耐
え
う
る
余
裕
を
保
持
し
て
い
る
と
み
て
い
）
82
（

た
。
し
か
し
他
方
で
、
ド
イ
ツ
の
国
民
心
理
に
つ
い
て

は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
結
ば
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
り
国
際
的
に
劣
位
に
置
か
れ
た
ド
イ
ツ
人
の
不
満
を
懸
念
し
て
い
）
83
（
た
。

彼
の
認
識
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
開
か
れ
た
パ
リ
講
和
会
議
に
お
け
る
ド
イ
ツ
へ
の
対
応
は
、
一
八
一
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て

行
わ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
会
議
に
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
敗
戦
国
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
を
戦
後
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
大
国
と
し
て
扱
う
比
較

的
穏
健
な
対
応
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
っ
）
84
（

た
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
、
お
そ
ら
く
日
本
や
イ
タ
リ
ア
に
対
す
る
以
上
に
、

ド
イ
ツ
に
対
し
て
宥
和
的
な
姿
勢
を
有
す
る
一
因
を
成
し
て
い
た
。

　
実
際
、
彼
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
宥
和
的
な
姿
勢
は
、
下
記
の
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
会
談
後
の
反
応
に
明
確
に
表
れ
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
一

九
三
六
年
二
月
後
半
に
国
際
情
勢
に
関
す
る
講
演
を
す
る
た
め
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
道
中
で
ヒ
ト
ラ
ー
と
会
談
し
）
85
（
た
。
彼

に
よ
れ
ば
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
後
に
喪
失
し
た
帝
国
領
地
の
返
還
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
ソ
ビ
エ
ト
共
産
主
義
の

脅
威
を
強
調
し
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
両
国
に
よ
る
協
調
の
可
能
性
を
説
く
と
と
も
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
懸
念
を
示
し
た
ド
イ
ツ
に
よ
る
東

欧
支
配
の
可
能
性
も
否
定
し
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
同
会
談
で
ヒ
ト
ラ
ー
に
好
意
的
な
印
象
を
抱
い
た
た
め
か
、
そ
う
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
の

言
動
を
基
本
的
に
信
用
す
る
旨
を
記
し
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
送
付
し
）
86
（

た
。
こ
の
よ
う
な
ト
イ
ン
ビ
ー
の
行
動
は
、
彼

の
ド
イ
ツ
へ
の
宥
和
的
な
面
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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以
上
の
よ
う
に
本
章
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
か
ら
中
葉
に
か
け
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
「
修
正
主
義
国
家
」
に
関
す
る
分
析
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
諸
国
へ
の
評
価
の
差
異
に
も
着
目
し
個
別
に
考
察
し
た
。
次
章
で
は
、
こ
の
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
一
九
三
〇
年
代
中
葉
に

お
け
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
平
和
に
向
け
た
構
想
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

四
　「
集
団
安
全
保
障
」
に
よ
る
平
和
の
維
持

　
前
述
の
よ
う
な
経
済
的
・
心
理
的
不
満
を
抱
え
た
「
修
正
主
義
国
家
」
の
台
頭
に
対
し
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
い
か
な
る
平
和
へ
の
構
想
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
「
修
正
主
義
国
家
」
の
台
頭
に
対
し
て
、「
修
正
主
義
国

家
」
に
よ
る
暴
力
的
な
現
状
変
更
を
阻
止
す
る
手
段
と
し
て
の
「
集
団
安
全
保
障
」、
そ
し
て
暴
力
的
な
現
状
変
更
の
代
替
策
と
し
て
の

「
平
和
的
変
革
」
と
い
う
二
つ
の
取
組
み
を
同
時
に
達
成
す
る
こ
と
で
、
国
際
連
盟
を
通
じ
た
各
国
の
国
際
協
調
に
よ
る
平
和
を
再
建
す

る
こ
と
を
企
図
し
て
い
）
87
（

た
。
実
際
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、「
法
を
再
検
討
し
修
正
す
る
合
法
的
な
手
段
と
と
も
に
、
そ
れ
を
支
持
し
施
行
す
る

合
法
的
な
手
段
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
88
（
い
」
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
が
「
平
和
的
変
革
」
に
伴
う
犠
牲
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、

「
集
団
安
全
保
障
」
体
制
の
構
築
に
携
わ
る
責
任
も
引
き
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
）
89
（

た
。
以
下
で
は
、
本
章
で
彼
の
「
集
団

安
全
保
障
」
論
に
関
し
て
、
次
章
で
「
平
和
的
変
革
」
論
に
関
し
て
詳
述
す
る
こ
と
で
、
一
九
三
〇
年
代
中
葉
に
お
け
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の

平
和
構
想
の
内
実
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
「
集
団
安
全
保
障
」
に
つ
い
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
そ
れ
を
従
来
の
国
際
関
係
を
規
定
す
る
国
家
主
権
や
国
際
的
な
無
政
府
状
態
を

乗
り
越
え
、
よ
り
平
和
的
な
国
際
秩
序
を
構
築
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
現
に
彼
は
、

「
集
団
安
全
保
障
」
体
制
を
「
国
際
的
な
法
と
秩
序
が
適
切
に
機
能
す
る
た
め
の
原
理
」
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
主
権
国
家
の
枠
組
み
を

乗
り
越
え
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
と
し
）
90
（
た
。
ま
た
、
一
九
二
二
年
に
国
際
連
盟
の
下
に
設
立
さ
れ
た
国
際
知
的
協
力
委
員
会
（The 
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）
の
後
援
に
よ
り
一
九
三
五
年
六
月
四
日
に
王
立
国
際
問
題
研
究
所
で
行
わ
れ
た

集
団
安
全
保
障
問
題
に
関
す
る
会
議
に
お
い
て
も
、
各
国
の
文
化
や
伝
統
、
そ
し
て
行
政
活
動
上
の
自
治
を
保
持
す
る
形
で
漸
進
的
に
行

わ
れ
る
べ
き
と
し
つ
つ
も
、「
集
団
安
全
保
障
」
の
目
的
を
「
地
方
的
な
国
家
主
権
の
縮
小
を
意
味
す
る
」
こ
と
と
定
義
し
）
91
（
た
。
上
記
の

よ
う
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
一
章
で
検
討
し
た
主
権
国
家
体
制
や
国
際
的
な
無
政
府
状
態
の
克
服
へ
の
志
向
を
一
九
三
〇
年
代
中
葉
に
お
い

て
も
保
持
し
、
そ
れ
を
「
集
団
安
全
保
障
」
に
お
け
る
最
終
的
な
目
標
と
し
て
い
た
。

　
他
方
で
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
は
一
定
の
強
制
性
が
伴
う
と
も
考
え
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
連
盟
規
約
（
お
そ
ら

く
、
制
裁
項
目
に
す
る
連
盟
規
約
第
一
六
条
を
念
頭
に
入
れ
て
い
た
）
は
、
国
際
連
盟
の
構
成
国
の
み
な
ら
ず
、
構
成
国
と
の
問
題
に
関
連
す
る

限
り
非
構
成
国
に
も
強
制
的
な
措
置
を
取
る
こ
と
で
、
国
際
関
係
に
お
け
る
法
と
秩
序
の
維
持
を
約
す
る
面
を
持
っ
て
い
）
92
（
た
。
彼
の
認
識

で
は
、
も
し
こ
う
し
た
強
制
的
な
措
置
の
機
能
不
全
に
よ
り
「
集
団
安
全
保
障
」
体
制
が
瓦
解
し
、
国
際
関
係
に
お
け
る
法
と
秩
序
が
維

持
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
国
際
的
な
闘
争
状
態
を
経
て
各
国
の
生
活
や
自
治
が
破
壊
さ
れ
、「
全
体
主
義
的
な
世
界
国
家
」
に
よ
る
国

際
秩
序
が
創
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
）
93
（
た
。

　
こ
う
し
た
ト
イ
ン
ビ
ー
の
「
集
団
安
全
保
障
」
観
を
理
解
す
る
際
に
は
、
集
団
安
全
保
障
概
念
を
巡
る
当
時
の
政
治
的
言
説
上
の
文
脈

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
シ
ュ
ト
ゥ
ク
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
戦
間
期
国
際
関
係
論
に
お
い
て
、
集
団
安
全
保
障
と
い
う
概
念
は
決
し
て
明

確
な
意
味
を
付
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
）
94
（

た
。
事
実
そ
れ
は
、
自
助
や
同
盟
、
国
際
的
な
無
政
府
状
態
、
軍
事
的
対
立
な
ど
を
想
起
さ

せ
る
一
九
世
紀
的
な
「
旧
外
交
」
と
は
異
な
る
取
り
組
み
で
あ
る
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
）
95
（
の
、
各
国
が
国
家
主
権
を
国
際
連
盟
に

移
譲
し
世
界
規
模
で
集
団
安
全
保
障
体
制
を
創
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
見
解
や
、
他
方
で
そ
う
し
た
試
み
に
よ
り
各
国
の
国
家
主
権
及
び

交
戦
権
を
否
定
す
る
世
界
国
家
が
実
質
的
に
設
立
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
見
解
な
ど
、
集
団
安
全
保
障
を
重
視
す
る
論
者
の
中
で
も

様
々
な
認
識
が
存
在
し
）
96
（

た
。
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
「
集
団
安
全
保
障
」
観
は
、
あ
く
ま
で
も
究
極
目
標
で
は
あ
る
も

の
の
、
国
家
主
権
の
克
服
を
志
向
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
た
た
め
、
前
者
の
流
れ
に
や
や
近
い
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
。
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ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
上
述
の
よ
う
な
「
集
団
安
全
保
障
」
観
と
の
関
連
で
、
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
の
対
外
的
拡
張
の
国
際
的
な
影

響
と
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
対
応
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
た
。
ま
ず
満
州
地
域
で
の
日
本
の
侵
略
行
動
に
つ
い
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
既

に
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
時
点
で
、
満
州
事
変
以
降
の
日
本
に
よ
る
中
国
へ
の
侵
略
が
阻
止
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
世
界
中
で
「
集
団

安
全
保
障
」
体
制
に
対
す
る
失
望
を
生
み
出
し
た
と
）
97
（
し
、
他
の
大
国
が
自
国
の
利
益
の
た
め
同
様
の
侵
略
行
動
を
執
る
よ
う
に
な
る
こ
と

を
危
惧
し
て
い
）
98
（

た
。
彼
は
、
一
九
三
〇
年
代
中
葉
に
お
い
て
も
同
様
の
主
張
を
繰
り
返
し
、
満
州
で
の
日
本
の
侵
略
行
動
を
「
弱
者
を
犠

牲
に
し
た
暴
力
的
な
変
更
」
と
評
価
し
）
99
（
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
侵
略
行
動
に
対
し
て
「
集
団
安
全
保
障
」
が
適
応
さ
れ
ず
、
日
本
へ
の
厳

し
い
制
裁
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
近
い
将
来
に
お
け
る
大
国
間
の
全
面
戦
争
を
防
止
す
る
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
の
誘
因

に
な
る
と
分
析
し
て
い
）
100
（
た
。

　
ト
イ
ン
ビ
ー
の
よ
う
に
、
満
州
事
変
を
単
な
る
極
東
の
局
地
的
な
問
題
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
国
際
連
盟
を
中
心
と
す
る
集
団
安

全
保
障
体
制
の
危
機
と
し
て
捉
え
る
向
き
は
他
の
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
や
政
治
家
に
も
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
を
専
門

と
し
な
が
ら
も
、
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
か
ら
国
際
情
勢
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
ギ
ル
バ
ー
ト
・
マ
レ
ー
（G

ilbert M
urray

）
や
国
際
連
盟
の

創
設
や
様
々
な
平
和
軍
縮
活
動
に
も
携
わ
っ
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ノ
エ
ル
・
ベ
ー
カ
ー
（Philip N

oel-Baker

）
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
と
同
様
に

日
本
の
対
外
的
拡
張
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
対
応
を
不
適
切
で
あ
る
と
非
難
し
た
。
ま
た
ジ
マ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
内
世
論
の

同
問
題
へ
の
関
心
の
薄
さ
を
問
題
視
し
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
国
際
連
盟
の
成
果
を
損
な
う
と
論
じ
た
。
こ
う
し
た
人
々
は
ト
イ
ン

ビ
ー
と
同
じ
く
、
満
州
事
変
以
降
の
日
本
の
対
外
拡
張
へ
の
宥
和
的
な
対
応
が
悪
し
き
前
例
と
な
り
、
将
来
の
国
際
法
に
違
反
す
る
対
外

侵
略
を
防
止
す
る
た
め
、
有
効
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
）
101
（

た
。

　
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
に
つ
い
て
も
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
日
本
の
満
州
事
変
の
場
合
と
類
似
し
た
反
応
を
示
し
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー

は
、
同
国
の
侵
略
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
が
連
盟
規
約
上
の
義
務
を
遵
守
し
、「
集
団
安
全
保
障
」
体
制
を
維
持
す
る
十
分

な
外
交
努
力
を
怠
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
）
102
（
た
。
彼
の
認
識
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
伊
政
策
は
、「
直
近
の
危
険
を
冒
す
こ
と
を
恐
れ
て
」
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不
十
分
な
対
応
に
終
始
し
て
お
）
103
（
り
、
単
に
イ
タ
リ
ア
の
軍
事
侵
攻
を
許
容
す
る
の
に
留
ら
ず
、
小
国
へ
の
権
利
の
保
証
と
い
う
国
際
連
盟

が
護
持
し
て
き
た
規
範
を
蔑
ろ
に
す
る
も
の
で
あ
っ
）
104
（

た
。

　
日
本
の
対
外
拡
張
の
場
合
の
よ
う
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
と
同
じ
く
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
の
国
際
的
な
影
響
を
懸
念
す
る
知
識
人

は
イ
ギ
リ
ス
に
一
定
数
存
在
し
た
。
例
え
ば
マ
レ
ー
は
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
の
「
成
功
」
に
よ
り
、

国
際
連
盟
が
そ
の
権
威
を
実
質
的
に
失
う
こ
と
を
危
惧
し
た
。
ま
た
ジ
マ
ー
ン
も
、
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
を
明
確
な
「
帝
国
主

義
」
及
び
「
権
力
政
治
」
を
示
す
も
の
と
し
て
非
難
し
）
105
（
た
。

　
ド
イ
ツ
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
日
本
と
イ
タ
リ
ア
の
侵
略
が
示
し
た
「
集
団
安
全
保
障
」
体
制
の
機
能
不
全
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
膨
張
主
義
的
な
対
外
行
動
を
問
題
視
し
た
。
ま
た
同
国
の
暴
力
的
な
現
状
変
更
を
防
止
す
る
た
め
、「
集
団
安

全
保
障
」
を
必
要
な
措
置
と
す
る
見
解
を
有
し
て
も
い
た
。
こ
う
し
た
ト
イ
ン
ビ
ー
の
認
識
は
、
一
九
三
六
年
二
月
二
九
日
に
集
団
安
全

保
障
問
題
に
関
す
る
講
演
を
ド
イ
ツ
で
行
い
、
同
問
題
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
知
識
人
と
議
論
を
交
わ
し
た
際
に
も
表
れ
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー

は
講
演
の
中
で
、「
正
義
に
は
秤
と
同
様
に
剣
も
必
要
で
あ
る
」
と
限
定
的
な
武
力
に
よ
る
制
裁
の
必
要
性
を
示
唆
し
た
上
で
、
各
国
の

軍
事
力
行
使
を
防
止
す
る
た
め
も
「
集
団
安
全
保
障
」
の
問
題
を
重
視
す
る
見
解
を
示
し
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
見
解
は
、
講
演
に
出
席

し
た
ド
イ
ツ
人
の
多
く
か
ら
反
発
を
受
け
た
。
第
一
に
、
彼
ら
は
「
現
状
に
満
足
し
た
国
家
が
、
現
状
に
不
満
を
抱
く
国
家
に
対
し
て
、

い
か
な
る
権
利
を
有
し
て
、
常
に
忍
耐
を
要
求
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
」
と
し
、
さ
ら
に
は
、
集
団
安
全
保
障
に

関
す
る
国
際
連
盟
規
約
が
、
自
動
的
な
軍
事
力
の
行
使
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
多
く
の
ド
イ
ツ
人
は
不
満
を
抱
い
て
い
る
と
反
論
し
）
106
（

た
。

こ
の
点
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
か
ら
中
葉
に
か
け
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
と
ド
イ
ツ
の
知
識
人
や
外
交
官
と
の
越
境
的
な
交
流
を
検
討
し
た

近
年
の
研
究
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
）
107
（
の
、
少
な
く
と
も
集
団
安
全
保
障
問
題
を
巡
っ
て
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
と
彼
ら
と
の
間
に
は
見

解
の
相
違
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
彼
は
、
一
九
三
六
年
三
月
七
日
に
ド
イ
ツ
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
非
武
装
地
帯
に
軍
隊

を
進
駐
さ
せ
た
際
に
は
、
一
九
三
三
年
一
〇
月
に
国
際
連
盟
を
脱
退
し
た
ド
イ
ツ
を
同
組
織
の
枠
組
み
に
再
編
入
す
る
こ
と
を
望
み
な
が
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ら
も
、
基
本
的
に
は
そ
の
軍
事
行
動
を
非
難
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
）
108
（
た
。

　
上
述
の
ト
イ
ン
ビ
ー
に
よ
る
議
論
の
考
察
に
際
し
て
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
平
和
主
義
者
や
リ
ベ
ラ
ル
派
の
知
識
人
の
国
際
政
治

認
識
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
一
九
三
〇
年
代
中
葉
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
日
本
や
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
「
修
正
主
義
国
家
」
に
よ

る
侵
略
主
義
的
対
外
行
動
、
そ
し
て
一
九
三
六
年
七
月
に
生
じ
た
ス
ペ
イ
ン
内
戦
へ
の
対
外
政
策
を
巡
り
、
国
内
の
平
和
主
義
者
や
リ
ベ

ラ
ル
派
の
間
で
深
刻
な
対
外
政
策
論
上
の
対
立
が
生
じ
て
い
た
。
歴
史
家
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
オ
バ
リ
ー
（Richard O

very

）
が
指
摘
し
た

よ
う
に
、
暴
力
を
絶
対
に
容
認
で
き
な
い
と
い
う
立
場
と
、
平
和
へ
の
脅
威
を
他
の
方
法
で
取
り
除
け
な
い
状
況
で
は
暴
力
を
容
認
す
る

立
場
と
が
対
立
し
、
一
九
三
六
年
ま
で
に
は
分
裂
が
決
定
的
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
分
裂
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
イ
ギ
リ
ス
国
内
で

盛
ん
で
あ
っ
た
反
戦
平
和
運
動
の
流
れ
を
退
潮
さ
せ
、
少
な
か
ら
ぬ
平
和
主
義
者
や
リ
ベ
ラ
ル
派
の
人
々
は
、
民
意
に
よ
り
再
軍
備
や
戦

争
を
防
ぐ
こ
と
は
難
し
い
と
悲
観
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
実
際
、
一
九
三
六
年
の
秋
に
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
諸
国
に

対
抗
す
る
た
め
、
国
際
連
盟
の
軍
事
行
動
や
自
国
の
再
軍
備
計
画
を
容
認
す
る
方
向
に
舵
を
切
っ
た
が
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
国
内
に
お
け

る
平
和
主
義
の
衰
退
を
象
徴
す
る
一
例
で
あ
っ
）
109
（

た
。
上
記
の
国
際
安
全
保
障
の
問
題
は
、
国
際
政
治
に
お
け
る
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
っ

た
。
あ
る
特
定
の
国
家
が
他
の
国
や
地
域
に
対
し
明
白
な
侵
略
行
動
を
試
み
た
際
に
、
武
力
を
用
い
な
い
平
和
的
な
説
得
だ
け
で
、
そ
う

し
た
侵
略
行
動
を
阻
止
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
が
一
方
に
あ
り
、
他
方
に
は
軍
事
的
対
応
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
第
一
次

世
界
大
戦
を
含
む
過
去
の
諸
戦
争
の
一
因
で
も
あ
っ
た
権
力
闘
争
の
論
理
を
受
け
入
れ
、
軍
拡
競
争
渦
巻
く
国
際
政
治
の
状
態
に
逆
戻
り

す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

　
後
述
す
る
よ
う
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、「
修
正
主
義
国
家
」
へ
の
対
外
的
譲
歩
を
模
索
す
る
一
面
を
有
し
て
い
た
も
の
の
、「
修
正
主
義
国

家
」
に
よ
る
暴
力
的
な
現
状
変
更
を
基
本
的
に
認
め
て
お
ら
ず
、
各
国
の
連
携
の
下
で
「
集
団
安
全
保
障
」
体
制
を
強
化
し
対
抗
す
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
た
。
そ
し
て
少
な
く
と
も
こ
の
点
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
中
葉
に
お
け
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
国
際
安
全
保
障
認
識
は
、
あ

ら
ゆ
る
暴
力
を
否
認
す
る
「
絶
対
平
和
主
義
」
者
の
立
場
の
も
の
で
は
な
く
、
必
要
な
限
り
で
の
限
定
的
な
武
力
行
使
を
容
認
す
る
、
当
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時
の
イ
ギ
リ
ス
の
「
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
」
者
の
国
際
安
全
保
障
観
を
大
筋
で
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
）
110
（
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス

の
「
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
」
者
の
多
く
は
、
主
に
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
、
各
国
家
の
国
際
的
な
行
動
に
関
す
る
規
範
や
国
際
連
盟
の

中
で
制
度
化
さ
れ
た
各
国
の
合
意
を
重
視
し
世
界
平
和
を
希
求
し
て
い
た
が
、「
修
正
主
義
国
家
」
に
よ
る
対
外
拡
張
主
義
が
一
九
三
〇

年
代
中
葉
・
後
半
に
明
確
に
な
る
に
つ
れ
、
武
力
を
背
景
と
し
た
「
修
正
主
義
国
家
」
へ
の
牽
制
あ
る
い
は
対
抗
を
説
く
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
マ
イ
ケ
ル
・
プ
ー
（M

ichael Pugh

）
に
よ
れ
ば
、
各
々
の
論
調
の
内
容
に
は
多
少
の
異
同
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
エ
ン
ジ
ェ
ル
、

ジ
マ
ー
ン
、
ウ
ル
フ
な
ど
は
、
国
際
連
盟
を
通
じ
た
国
際
関
係
の
改
善
の
可
能
性
に
つ
い
て
悲
観
的
な
見
解
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、「
修

正
主
義
国
家
」
で
あ
る
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
な
ど
（
特
に
ド
イ
ツ
）
に
対
し
て
自
由
や
民
主
主
義
を
防
衛
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス

や
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
と
い
っ
た
民
主
主
義
国
間
で
の
外
交
安
全
保
障
上
の
協
力
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
）
111
（
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
「
集

団
安
全
保
障
」
論
は
、「
修
正
主
義
国
家
」
に
よ
る
暴
力
的
な
現
状
変
更
に
対
し
て
限
定
的
な
武
力
に
基
づ
く
対
峙
を
容
認
す
る
点
で
、

そ
う
し
た
論
調
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
。

五
　「
平
和
的
変
革
」
を
通
じ
た
平
和
の
創
出

　
前
述
の
よ
う
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、「
集
団
安
全
保
障
」
体
制
を
効
果
的
に
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、「
修
正
主
義
国
家
」
に
よ
る
暴
力

的
な
現
状
変
更
を
阻
止
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
他
方
で
、
現
状
の
国
際
シ
ス
テ
ム
を
暴
力
以
外
の
方
法
で
変
更
出
来
る
よ
う
、

「
平
和
的
変
革
」
の
手
段
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
っ
た
。
例
え
ば
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、「
平
和
的
変
革
」
論
の
文
脈
の
中
で
日
本
へ
の
対
応
に

つ
い
て
触
れ
、
英
語
圏
諸
国
は
日
本
の
海
外
貿
易
促
進
の
た
め
に
自
国
の
市
場
を
開
放
す
る
こ
と
で
、
同
国
に
経
済
的
譲
歩
を
行
う
必
要

が
あ
る
と
し
た
。
彼
の
考
え
で
は
、
こ
う
し
た
市
場
開
放
に
よ
り
、
日
本
が
海
外
食
料
品
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
向
上
の
み
で
な
く
、
そ
の
輸

出
先
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
る
経
済
的
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
で
、
国
内
に
お
け
る
過
剰
人
口
か
ら
生
じ
る
問
題
を
解
決
す
る
可
能
性
が
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あ
っ
）
112
（
た
。
そ
し
て
具
体
的
な
市
場
開
放
政
策
と
し
て
、
関
税
や
輸
入
規
制
を
設
け
日
本
を
海
外
市
場
か
ら
締
め
出
す
の
で
は
な
く
、
同
国

の
廉
価
な
綿
製
品
な
ど
に
対
し
て
西
ア
フ
リ
カ
の
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
市
場
を
開
放
し
貿
易
活
動
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
で
、
日
本
の
経
済

的
不
満
に
対
応
す
る
こ
と
に
言
及
し
）
113
（
た
。

　
こ
う
し
た
植
民
地
市
場
の
開
放
に
よ
る
経
済
的
譲
歩
と
い
う
議
論
は
、
イ
タ
リ
ア
の
現
状
の
国
際
関
係
に
対
す
る
不
満
に
も
対
応
す
る

も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
を
よ
り
深
刻
に
受
け

止
め
た
た
め
か
、
同
国
に
対
し
て
は
基
本
的
に
よ
り
厳
し
い
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
、
現
地
人
の
権
利
の
保
護
と
い
う
点
か

ら
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
競
合
す
る
帝
国
主
義
を
調
停
す
る
た
め
に
、
ア
ビ
シ
ニ
ア
人
の
生
命
や
自
由
は
犠
牲
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
」
た
め
、
あ
く
ま
で
も
イ
タ
リ
ア
の
侵
略
戦
争
は
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
）
114
（
た
。

　
こ
の
よ
う
に
多
少
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
ト
イ
ン
ビ
ー
に
と
っ
て
、
日
本
と
イ
タ
リ
ア
に
対
す
る
「
平
和
的
変
革
」
の
取
り
組
み
は
、

概
し
て
国
際
政
治
経
済
上
の
譲
歩
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
で
彼
は
、
ド
イ
ツ
に
対
す
る
「
平
和
的
変
革
」
の
取
り
組
み
に
関

し
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
見
解
を
有
し
て
い
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
の
ド
イ
ツ
へ
の
「
平
和
的
変
革
」
に
関
す
る
見
解
は
、
多
く
の
ド
イ
ツ
政

府
関
係
者
も
列
席
す
る
中
で
行
わ
れ
た
と
い
う
留
保
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
一
九
三
六
年
の
二
月
二
八
日
に
ベ
ル
リ
ン
で
な
さ
れ
た

「
平
和
的
変
革
」
を
主
題
と
し
た
講
演
に
明
確
に
示
さ
れ
）
115
（

た
。
彼
は
、
そ
の
講
演
の
中
で
、「
も
し
法
が
規
律
だ
っ
た
平
和
的
な
種
類
の
変

革
を
与
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
そ
う
し
た
法
は
、
暴
力
的
で
革
命
的
な
性
質
の
変
化
に
よ
り
瓦
解
す
る
だ
ろ
）
116
（
う
」
と
述

べ
た
上
で
、「
修
正
主
義
国
家
」
で
あ
る
ド
イ
ツ
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
望
ん
で
い
る
の
か
、
そ
し
て
「
現
状
維
持
国
家
」
で
あ
る
イ
ギ

リ
ス
は
、
ど
の
よ
う
な
譲
歩
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
か
を
検
討
し
た
。
ま
ず
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
市
場
や
原
材
料
へ
の
ア

ク
セ
ス
の
要
求
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
は
イ
タ
リ
ア
や
日
本
と
比
較
し
て
経
済
的
に
良
好
な
状
態
に
あ
る
と
し
、
イ
ギ
リ

ス
が
そ
の
帝
国
内
で
の
保
護
貿
易
政
策
を
撤
回
し
、
熱
帯
ア
フ
リ
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
非
自
治
的
な
植
民
地
の
市
場
を
開
放
す
る

こ
と
で
、
ド
イ
ツ
の
経
済
問
題
は
部
分
的
に
解
決
さ
れ
る
と
考
え
）
117
（
た
。
ま
た
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
ド
イ
ツ
が
抱
え
る
心
理
的
な
問
題
に
も
着
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目
し
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

た
と
え
全
て
の
物
質
的
要
求
を
満
た
す
こ
と
に
成
功
し
て
も
、
心
理
的
要
求
が
な
お
満
た
さ
れ
な
い
の
な
ら
ば
、
我
々
は
、
先
の
戦
争
に
よ
り
残
さ
れ

た
傷
を
癒
し
、
我
々
全
て
に
と
っ
て
破
滅
的
と
な
る
だ
ろ
う
次
の
戦
争
の
勃
発
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
を
損
な
う
に
ち
が
い
な
）
118
（
い
。

　
こ
の
議
論
を
行
う
際
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
結
ば
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
第
二
三
一
条
で
あ
る
戦
争
責
任
条

項
に
よ
り
、「
戦
争
犯
罪
」
の
汚
名
を
課
せ
ら
れ
国
際
的
に
劣
位
に
置
か
れ
た
ド
イ
ツ
人
の
名
誉
心
の
問
題
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
そ

れ
を
物
質
的
な
問
題
と
同
様
に
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
）
重
要
な
問
題
と
捉
え
て
い
）
119
（
た
。

　
興
味
深
い
こ
と
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
ド
イ
ツ
人
の
名
誉
の
問
題
を
特
に
植
民
地
統
治
の
問
題
と
結
び
つ
け
た
。
彼
の
見
解
で
は
、
第
一

次
世
界
大
戦
後
に
、
現
地
人
を
統
治
す
る
の
に
適
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
ア
フ
リ
カ
を
中
心
と
し
て
以
前
領
有
し
て
い
た
帝
国
領

を
没
収
さ
れ
、
国
際
関
係
に
お
い
て
劣
位
に
置
か
れ
た
こ
と
を
、
多
く
の
ド
イ
ツ
人
は
好
ま
し
く
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ド
イ

ツ
は
、
名
誉
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
タ
ン
ガ
ニ
ー
カ
（
現
在
は
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
大
陸
部
）
や
カ
メ
ル
ー
ン
な
ど
大
戦
以
前
に
保
有
し
て

い
た
帝
国
領
の
返
還
を
望
ん
で
い
）
120
（

た
。

　
他
方
で
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
植
民
地
統
治
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
名
誉
心
に
も
言
及
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
人
は
、

自
身
を
そ
の
統
治
に
よ
り
現
地
人
に
福
祉
を
提
供
す
る
被
信
託
人
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
地
人
の
権
利
や
福
祉
を
考
慮

せ
ず
、
そ
う
し
た
人
々
を
保
護
す
る
役
割
を
一
つ
の
主
権
国
家
か
ら
他
の
主
権
国
家
に
移
譲
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
不
名
誉
な
こ

と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ト
イ
ン
ビ
ー
議
論
の
背
後
に
は
、
文
明
の
階
層
性
と
い
う
前
提
が
存
在
し
た
こ
と
に
は
留
意
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
現
に
彼
は
、「
高
い
水
準
の
文
明
を
有
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
121
（

人
」
か
ら
成
る
「
よ
り
啓
蒙
さ
れ
た
植
民
地
保
有
国
」
は
、
そ

の
植
民
地
領
や
委
任
統
治
領
に
お
い
て
、
現
地
人
を
保
護
す
る
崇
高
な
責
務
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
）
122
（
た
。
こ
の
点
で
ト
イ
ン



「集団安全保障」と「平和的変革」の調和を目指して

365

ビ
ー
は
、
マ
ー
ク
・
マ
ゾ
ワ
ー
（M

ark M
azow

er

）
が
指
摘
し
た
文
明
的
・
人
種
的
階
層
性
を
前
提
に
し
て
国
際
関
係
を
考
察
す
る
、
当

時
の
リ
ベ
ラ
ル
派
の
イ
ギ
リ
ス
知
識
人
の
エ
ト
ー
ス
を
体
現
し
て
い
）
123
（

た
。

　
総
じ
て
い
え
ば
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
が
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
現
地
人
の
権
利
を
尊
重
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
名

誉
の
問
題
を
調
整
し
、
ド
イ
ツ
を
ア
フ
リ
カ
植
民
地
の
国
際
共
同
管
理
を
行
う
責
任
あ
る
当
事
国
と
す
る
こ
と
で
、
両
国
の
関
係
を
改
善

し
国
際
関
係
に
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
。
ま
た
彼
は
、
ド
イ
ツ
と
イ
ギ
リ
ス
の
二
国
間
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ

ル
ギ
ー
な
ど
の
諸
国
も
含
め
、
各
国
の
ア
フ
リ
カ
専
門
家
が
互
い
に
協
議
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
国
際
共
同
統
治
に
関
す
る
共
通

原
則
を
確
立
す
る
可
能
性
も
展
望
し
）
124
（

た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
植
民
地
統
治
を
基
本
的
に
は
国
際
連
盟
の
枠
組
み
で

行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
変
革
を
行
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
一
つ
は
、
国
際
連
盟
の

旗
を
各
統
治
国
の
国
旗
と
と
も
に
掲
げ
る
こ
と
で
、
植
民
地
行
政
が
国
際
機
関
に
よ
る
信
託
統
治
に
基
づ
く
こ
と
を
よ
り
明
確
に
表
明
す

る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
一
部
の
行
政
機
能
を
各
主
権
国
家
か
ら
国
際
連
盟
に
移
譲
す
る
こ
と
で
あ
っ
）
125
（
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
こ

れ
ら
の
諸
実
践
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
植
民
地
行
政
の
国
際
化
を
更
に
進
展
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
）
126
（

た
。

　
ア
フ
リ
カ
植
民
地
で
の
対
独
宥
和
に
関
す
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
国
境
を
越
え
た
ド
イ
ツ
の
要
人
と
の
「
深
く

長
期
的
な
結
び
つ
き
」
が
存
在
し
）
127
（

た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
下
の
外
交
官
で
あ
り
、
一
九
三
八
年
か
ら
同
政
権
に
て
外
務
大

臣
を
務
め
た
ヨ
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
（Joachim

 von Ribbentrop

）
と
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
ハ
ン
ス
・
ハ
イ
ン
リ
ッ

ヒ
・
デ
ィ
ー
コ
フ
（H

ans-H
einrich D

ieckhoff

）、
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
一
七
年
の
間
ア
メ
リ
カ
大
使
を
歴
任
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和

政
時
代
の
リ
ベ
ラ
ル
左
派
政
党
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
主
党
に
所
属
し
た
政
治
家
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ベ
ル
ン
シ
ュ

ト
ル
フ
（Johann H

einrich von Bernstorff

）
な
ど
、
様
々
な
ド
イ
ツ
要
人
た
ち
と
の
対
話
を
通
じ
て
、「
イ
ギ
リ
ス
人
と
ド
イ
ツ
人
双
方

の
視
点
か
ら
国
際
情
勢
を
理
解
す
）
128
（

る
」
こ
と
を
希
求
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
越
境
的
な
交
流
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
、
植
民
地
問
題

で
ド
イ
ツ
へ
の
外
交
的
譲
歩
を
考
慮
す
る
方
向
に
作
用
し
た
。
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と
り
わ
け
、
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
下
に
て
対
外
政
策
上
の
要
職
も
努
め
た
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
エ
ル
ン
ス
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（Alfred 

Ernst Rosenberg

）
と
の
間
で
一
九
三
四
年
中
頃
に
ド
イ
ツ
で
行
わ
れ
た
会
談
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
対
独
認
識
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
か

と
思
わ
れ
る
。
同
会
談
に
お
い
て
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
ド
イ
ツ
が
帝
国
領
や
そ
の
市
場
を
喪
失
し
た
こ
と
を

挙
げ
、「
イ
ギ
リ
ス
が
公
正
さ
を
持
っ
て
ド
イ
ツ
の
現
状
を
認
識
し
」、「
植
民
地
問
題
に
関
す
る
平
和
的
な
調
整
」
を
英
独
間
で
行
う
必

要
性
を
ト
イ
ン
ビ
ー
に
説
い
た
）
129
（
が
、
こ
う
し
た
主
張
は
ト
イ
ン
ビ
ー
の
対
独
政
策
観
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ヴ
ェ

ノ
ー
ザ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
会
談
後
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
議
論
を
真
剣
に
受
け
取
り
、
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
と
の
対

立
を
平
和
的
に
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
両
国
が
歩
み
寄
り
共
同
で
植
民
地
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
強
め

て
い
っ
）
130
（
た
。
事
実
彼
は
、
一
九
三
六
年
二
月
後
半
に
ド
イ
ツ
に
渡
航
す
る
直
前
に
記
し
た
私
的
な
書
簡
の
中
で
、「
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る

行
政
や
経
済
的
利
益
の
配
当
を
、〝
持
た
ざ
る
国
家
〞
に
与
え
る
手
段
を
模
索
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
ド
イ
ツ
へ
の
対
外
的
譲
歩
を
通
じ

た
外
交
関
係
の
改
善
を
望
む
意
を
示
し
て
い
）
131
（
た
。
上
記
の
よ
う
に
、
国
境
を
跨
ぐ
ド
イ
ツ
要
人
た
ち
と
の
交
流
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
植
民

地
問
題
に
お
け
る
ド
イ
ツ
へ
の
対
外
的
譲
歩
を
唱
え
る
一
因
を
成
し
て
お
り
、
既
述
の
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
会
談
後
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
見
解
も
、

こ
う
し
た
背
景
の
下
で
表
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
他
方
で
、
植
民
地
あ
る
い
は
委
任
統
治
下
に
あ
る
現
地
人
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
帝
国
が
共
同
し
保
護
す
る
と
い
う
ト
イ
ン
ビ
ー
の
発
想

は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
開
か
れ
た
パ
リ
講
和
会
議
で
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
の
委
任
統
治
構
想
を
先
取
り
す
る
形
）
132
（
で
、
第
一
次
世
界
大

戦
時
や
そ
の
直
後
に
戦
後
国
際
秩
序
を
構
想
す
る
際
に
、
保
守
派
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
派
、
そ
し
て
左
派
に
至
る
ま
で
、
多
様
な
イ
ギ
リ
ス
の

知
識
人
に
な
さ
れ
た
植
民
地
統
治
論
の
潮
流
に
連
な
る
も
の
で
も
あ
っ
）
133
（

た
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
と
そ
の
自
治
領
と
の
緊
密
な
連
帯
を
促

進
す
る
こ
と
を
試
み
る
知
的
・
政
治
運
動
で
あ
っ
た
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
運
動
（The Round Table M

ovem
ent

）
に
携
わ
る
と
と
も
に
、

王
立
国
際
問
題
研
究
所
の
設
立
に
深
く
関
わ
っ
た
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
カ
ー
テ
ィ
ス
（Lionel Curtis

）
は
、
旧
ド
イ
ツ
・
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
に

属
す
る
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
の
人
々
が
、
近
い
将
来
に
お
い
て
も
平
和
や
秩
序
を
自
身
で
確
立
す
る
能
力
を
欠
く
こ
と
を
想
定
し
、
大
戦
後
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に
創
出
さ
れ
る
国
際
組
織
の
管
理
に
基
づ
く
統
治
の
必
要
性
を
唱
え
）
134
（
た
。
ま
た
、
金
融
帝
国
主
義
批
判
で
著
名
な
ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
ホ
ブ
ソ

ン
（John A. H

obson

）
の
よ
う
な
社
会
主
義
者
も
、「
文
明
化
」
さ
れ
た
諸
国
の
人
々
と
そ
う
で
な
い
諸
国
の
人
々
の
区
分
を
前
提
と
し

た
上
で
、
戦
後
の
平
和
や
福
祉
を
推
進
す
る
国
際
組
織
を
創
設
す
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
）
135
（
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
上
記
の
国
際
組
織
に
よ

る
植
民
地
管
理
と
い
う
、
少
な
く
と
も
第
一
次
世
界
大
戦
時
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
存
在
し
た
知
的
潮
流
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
一
九
三
〇
年

代
の
国
際
的
危
機
の
文
脈
の
中
で
、
そ
れ
を
ド
イ
ツ
に
向
け
た
「
平
和
的
変
革
」
の
議
論
に
流
用
し
、
ア
フ
リ
カ
植
民
地
の
国
際
共
同
統

治
の
枠
組
み
に
ド
イ
ツ
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
同
国
の
現
状
の
国
際
秩
序
へ
の
不
満
を
和
ら
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
上
記
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
左
派
の
政
治
家
で
平
和
主
義
者
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
ラ
ン
ズ
ベ
リ
ー
（G

eorge 

Lansbury

）
に
よ
る
、
国
際
機
関
を
通
じ
た
各
国
共
同
の
植
民
地
運
営
を
基
盤
と
し
、
そ
の
枠
組
み
に
ド
イ
ツ
を
組
み
込
む
こ
と
を
説
く

議
論
と
一
定
の
親
和
性
は
有
し
て
い
た
も
の
）
136
（
の
、
必
ず
し
も
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
広
く
賛
同
を
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
イ
ギ

リ
ス
保
守
党
の
政
治
家
で
植
民
地
大
臣
も
歴
任
し
た
レ
オ
ポ
ル
ド
・
エ
イ
メ
リ
ー
（Leopold Am

ery

）
は
、
植
民
地
領
の
監
督
権
を
ド
イ

ツ
に
移
譲
す
る
過
程
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
安
全
保
障
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
や
植
民
地
領
に
お
け
る
現
地
人
の
保
護
の
「
道
徳
的
責

務
」
を
主
張
し
、
植
民
地
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
へ
の
対
外
的
譲
歩
に
懐
疑
的
な
見
解
を
示
し
て
い
）
137
（

た
。
ま
た
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
や
香
港

で
の
植
民
地
行
政
に
携
わ
り
、
国
際
連
盟
の
委
任
統
治
委
員
会
で
は
イ
ギ
リ
ス
代
表
を
務
め
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
ガ
ー
ド
（Frederick 

Lugard

）
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
領
の
市
場
を
開
放
す
る
点
で
は
ト
イ
ン
ビ
ー
と
類
似
し
た
見
解
を
有
し
て
い
た
も
の
）
138
（

の
、
イ
ギ
リ
ス
の
国

内
世
論
や
「
現
地
人
に
同
情
的
な
」
政
策
を
遂
行
し
て
き
た
植
民
地
行
政
に
携
わ
る
実
務
家
か
ら
の
強
い
反
対
に
遭
う
こ
と
、
そ
し
て
未

だ
社
会
的
に
発
展
段
階
の
過
程
に
あ
る
ア
フ
リ
カ
の
従
属
地
域
の
実
情
な
ど
を
挙
げ
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
植
民
地
の
国
際
共
同
管
理
と
い
う

主
張
に
難
色
を
示
し
）
139
（
た
。

　
以
上
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
国
際
関
係
に
お
け
る
暴
力
的
な
現
状
変
更
を
防
止
す
る
た
め
に
「
集
団
安
全
保
障
」
を

重
視
す
る
一
方
で
、
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
へ
の
海
外
市
場
や
原
材
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
経
済
的
な
譲
歩
の
み
な
ら
ず
、
特
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に
ド
イ
ツ
に
対
し
て
は
同
国
を
国
際
的
な
ア
フ
リ
カ
植
民
地
行
政
の
担
い
手
の
一
つ
と
し
て
認
め
そ
の
名
誉
心
を
満
た
す
こ
と
で
、「
平

和
的
変
革
」
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
そ
う
し
た
試
み
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
国
際
連
盟
を
通
じ

た
各
国
の
協
調
に
基
づ
く
平
和
と
安
定
を
再
建
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。

　
し
か
し
他
方
で
、
国
際
連
盟
を
通
じ
た
国
際
協
調
を
支
持
す
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
益
の
維
持
・
増
進
と
い
う

面
も
存
在
し
て
い
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
各
国
の
協
調
に
よ
り
国
際
的
な
無
政
府
状
態
が
克
服
さ
れ
、「
法
と
秩
序
」
が
国
際
関
係
に
確

立
さ
れ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
と
世
界
の
利
益
は
一
体
化
す
る
と
み
て
い
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
こ
う
し
た
見
解
を
、
一
九
三
○
年
代
中

葉
と
比
較
し
て
、
国
際
連
盟
に
よ
る
各
国
の
協
調
の
可
能
性
が
減
退
し
た
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
論
説
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
外
交
政
策

の
歴
史
を
概
観
し
な
が
ら
や
や
回
想
的
に
示
し
た
。
彼
の
歴
史
認
識
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
国
際
的
な
自
由
貿
易
を
近
代
国
際
関
係
に
も

た
ら
す
と
と
も
に
、
そ
の
海
軍
力
を
主
な
背
景
と
し
て
一
九
世
紀
に
構
築
し
た
「
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
に
よ
り
、「
法
と
秩
序
」
の

基
礎
を
世
界
に
提
供
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
で
は
、
そ
の
試
み
は
も
は
や
適
切
で
は
な
く
な
っ
）
140
（
た
。

イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
地
中
海
、
英
仏
海
峡
、
北
海
、
バ
ル
ト
海
に
お
け
る
影
響
力
の
低
下
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
海
軍
力
の
増

大
を
考
慮
す
る
に
、
も
は
や
「
パ
ク
ス
・
ブ
リ
タ
ニ
カ
」
は
実
現
不
可
能
な
試
み
で
あ
っ
）
141
（
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
主

に
国
際
連
盟
に
お
い
て
、
自
国
と
似
た
考
え
を
持
つ
諸
国
と
協
力
す
る
こ
と
で
、
国
際
的
な
「
法
と
秩
序
」
を
維
持
す
る
こ
と
を
試
み
て

き
た
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
そ
う
し
た
「
連
盟
体
制
（the League system

）」
は
、「
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
と
一
般
的
な
利
益
を
向
上
さ
せ

る
」
も
の
で
あ
）
142
（
り
、
相
対
的
な
衰
退
局
面
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
が
、
そ
の
領
土
や
国
内
外
で
体
現
す
べ
き
原
理
を
防
衛
す
る
の
に
適
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
論
じ
）
143
（

た
。

　
上
記
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
議
論
を
検
討
す
る
上
で
、
カ
ー
の
ト
イ
ン
ビ
ー
批
判
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
有
用
で
あ
ろ
）
144
（
う
。
カ
ー
は
、

そ
の
著
書
で
あ
る
『
危
機
の
二
〇
年
』
に
お
い
て
、
国
際
関
係
に
お
け
る
国
益
と
普
遍
的
正
義
の
一
体
化
を
説
く
英
語
圏
の
知
識
人
や
政

治
家
へ
の
疑
念
を
表
明
し
た
。
彼
は
こ
う
し
た
人
々
が
、「
英
語
圏
諸
国
民
の
政
策
は
、
大
陸
圏
諸
国
民
の
政
策
よ
り
も
実
際
に
道
義
的
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か
つ
公
正
」
で
あ
る
と
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
国
益
と
人
類
の
国
益
を
同
一
」
視
す
る
こ
と
で
、
自
ら
に
都
合
の
よ
い
現
状

の
秩
序
を
神
聖
化
し
、
劣
位
に
あ
る
国
に
そ
う
し
た
秩
序
を
押
し
付
け
て
い
る
と
非
難
し
た
。
そ
し
て
カ
ー
の
認
識
で
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー

は
、
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
一
例
と
し
て
位
置
づ
け
評
価
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
）
145
（
た
。
カ
ー
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
ト
イ
ン
ビ
ー
の

「
平
和
的
変
革
」
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
、『
危
機
の
二
〇
年
』
の
中
で
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
批
判
は
戯
画
化
さ
れ
た
面
が
あ
っ

た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
カ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
益
と
国
際
社
会
全

体
に
お
け
る
普
遍
的
な
利
益
の
同
一
性
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
一
九
三
○
年
代
中
葉
に
お
け
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
平
和
構
想
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
も
付
記
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、「
修

正
主
義
国
家
」
に
よ
る
暴
力
的
な
現
状
変
更
を
「
集
団
安
全
保
障
」
に
よ
り
防
止
す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
が
、
帝
国
市
場
の
開
放
や
ア

フ
リ
カ
植
民
地
の
国
際
共
同
管
理
に
関
す
る
「
平
和
的
変
革
」
が
、「
修
正
主
義
国
家
」
に
よ
る
現
状
の
国
際
秩
序
へ
の
不
満
を
解
消
し

国
際
社
会
に
平
和
を
も
た
ら
す
よ
う
に
作
用
し
得
た
か
と
い
う
点
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
人
種
主
義
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
強
く
規
定
さ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
拡
張
を
志
向
し
て
い
た
ヒ
ト
ラ
ー
率
い
る
ド
イ
ツ
の
場
合
に
）
146
（

は
、
第
二
次
世

界
大
戦
中
の
ユ
ダ
ヤ
人
な
ど
に
対
す
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
惨
劇
を
知
る
後
世
の
人
々
と
は
異
な
り
、
一
九
三
○
年
代
中
葉
の
イ
ギ
リ
ス
社

会
で
は
対
独
宥
和
の
可
能
性
を
模
索
す
る
人
々
が
一
定
数
存
在
し
た
と
い
う
歴
史
的
文
脈
へ
の
考
慮
が
必
要
な
も
の
の
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の

平
和
構
想
の
実
現
可
能
性
は
決
し
て
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
評
価
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
経
済
的
な
統
合
の
み
で
は
な
く
、
国
家
主
権
体
制
の
克
服
を
通
じ
た
政
治
的
な
統
合
に
よ
り

国
際
協
調
を
達
成
す
る
と
い
う
理
念
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
世
界
恐
慌
以
降
の
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
国
際
情
勢
の
悪
化
、
特
に
「
現
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状
維
持
国
家
」
と
「
修
正
主
義
国
家
」
と
の
対
立
の
深
ま
り
へ
の
認
識
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
少
な
く

と
も
一
九
三
〇
年
代
中
葉
に
お
い
て
、
日
本
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
「
修
正
主
義
国
家
」
の
武
力
に
よ
る
現
状
変
更
を
防
止
す

る
「
集
団
安
全
保
障
」
と
帝
国
市
場
の
開
放
及
び
ア
フ
リ
カ
植
民
地
の
国
際
共
同
管
理
に
よ
る
「
平
和
的
変
革
」
の
取
り
組
み
を
両
立
さ

せ
る
こ
と
で
、
国
際
連
盟
を
中
心
と
し
た
国
際
協
調
に
基
づ
き
、
安
定
的
な
国
際
秩
序
を
再
建
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
一
九
三
○
年
代
中
葉
に
お
け
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
平
和
構
想
は
、
集
団
安
全
保
障
、
帝
国
市
場
の
開
放
、
そ
し
て
国
際
的
な
植

民
地
共
同
管
理
と
い
っ
た
個
別
の
論
点
で
は
、
同
時
代
の
知
識
人
や
政
治
家
に
よ
る
言
説
と
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ

ら
を
総
合
し
「
現
状
維
持
国
家
」
と
「
修
正
主
義
国
家
」
の
間
の
対
立
を
緩
和
さ
せ
安
定
的
な
平
和
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
点
で
、
一
定

の
独
自
性
を
有
す
る
平
和
構
想
で
あ
っ
た
と
評
価
し
得
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
上
記
の
未
公
刊
史
料
な
ど
を
用
い
た
本
研
究
は
、
ト
イ
ン

ビ
ー
の
「
集
団
安
全
保
障
」
論
や
「
平
和
的
変
革
」
論
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
両
立
を
基
に
し
た
彼
の
平
和
構
想
の
内
実
を
詳
細
か
つ
体
系

的
に
分
析
し
た
こ
と
で
、
吉
川
、
ペ
ン
バ
ー
ト
ン
、
シ
ュ
ト
ゥ
ク
マ
ン
の
議
論
を
更
に
発
展
さ
せ
、
一
九
三
○
年
代
中
葉
に
お
け
る
ト
イ

ン
ビ
ー
の
平
和
構
想
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
他
方
で
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
至
る
に
つ
れ
て
、
一
九
三
○
年
代
中
葉
に
抱
い
て
い
た
平
和
構
想
を
断
念
す
る
よ
う

に
な
り
、
特
に
ド
イ
ツ
の
一
貫
し
た
対
外
拡
張
主
義
を
よ
り
問
題
視
し
、
同
国
を
国
際
安
全
保
障
に
対
す
る
主
要
な
脅
威
と
す
る
見
解
を

深
め
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
際
の
国
際
情
勢
の
変
化
に
対
す
る
認
識
の
変
遷
の
過
程
で
、
彼
の
「
平
和
的
変
革
」
論
に
見
ら
れ
た
国

際
貿
易
や
植
民
地
の
共
同
管
理
に
関
す
る
ド
イ
ツ
へ
の
宥
和
的
な
姿
勢
は
後
景
に
退
き
、
反
対
に
「
集
団
安
全
保
障
」
論
に
見
ら
れ
た
ド

イ
ツ
へ
の
対
抗
的
な
姿
勢
が
前
景
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
に
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
一
九
三
八
年
九
月
三
〇
日
に
締
結
さ
れ
た
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
協
定
を
批
判
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
支
配
的
な
勢
力
と
な
り
つ
つ
あ
る
ド
イ
ツ
が
、
国
際
関
係
に
「
よ
り
専
制
的
な
秩
序
を

構
築
す
る
」
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
が
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ソ
連
な
ど
の
諸
国
と
戦
略
的
な
協
調
行
動
を
採
り
ド
イ

ツ
に
対
抗
す
る
必
要
性
を
「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
以
後
：
世
界
展
望
」
と
い
う
論
考
な
ど
で
主
張
し
）
147
（
た
。
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最
後
に
、
本
稿
で
の
分
析
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
、
国
際
関
係
論
の
学
説
史
研
究
へ
の
含
意
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
近
年
の
国
際
関
係

論
の
学
説
史
研
究
に
お
い
て
は
、
国
際
法
、
国
際
政
治
経
済
、
勢
力
均
衡
な
ど
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
）
148
（

く
、
帝
国
や
植
民
地
主
義
の
観
点

か
ら
も
平
和
的
変
革
に
関
す
る
議
論
が
戦
間
期
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
149
（
る
。
本
稿
で
の
分
析
、
と
り
わ
け
、
ト
イ
ン

ビ
ー
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
植
民
地
の
国
際
共
同
管
理
に
関
す
る
議
論
は
、
少
な
く
と
も
第
一
次
世
界
大
戦
時
や
そ
の
直

後
か
ら
イ
ギ
リ
ス
で
唱
え
ら
れ
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
中
核
と
す
る
国
際
組
織
の
管
理
に
基
づ
く
植
民
地
統
治
と
い
う
思
想
が
、
一
九

三
〇
年
代
の
国
際
的
な
危
機
を
背
景
と
し
て
、
ド
イ
ツ
へ
の
対
外
的
譲
歩
を
企
図
す
る
「
平
和
的
変
革
」
の
論
理
に
お
い
て
流
用
さ
れ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
帝
国
や
植
民
地
主
義
の
問
題
と
平
和
的
変
革
論
と
の
構
成
的
な
関
係
を
指
摘
し
た
前
述
の
学
説
を
裏

付
け
、
戦
間
期
国
際
関
係
論
の
学
説
史
に
関
す
る
理
解
を
一
層
深
め
る
こ
と
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）  

本
稿
は
、
政
治
思
想
史
、
国
際
関
係
論
、
国
際
関
係
史
、
国
際
法
史
な
ど
学
際
的
な
形
で
、
国
際
関
係
領
域
に
お
け
る
規
範
や
思
想
の
歴
史
、

そ
し
て
世
界
秩
序
の
構
想
史
な
ど
を
検
討
す
る
国
際
関
係
思
想
史
（H

istory of International Thought

）
と
い
う
研
究
領
域
に
連
な
る
も
の

で
あ
る
。D

avid Arm
itage, Foundations of M

odern International Thought （Cam
bridge U

niversity Press, 2013

）. 

（
2
）  W

illiam
 H

. M
cN

eill, A
rnold J. Toynbee; A

 Life （O
xford U

niversity Press, 1989

）.

（
3
）  Arnold J. Toynbee, N

ationality and the W
ar （J. M

. D
ent &

 Sons, 1915

）.

（
4
）  

前
身
で
あ
る
英
国
国
際
問
題
研
究
所
（The British Institute of International Affairs

）
は
一
九
二
〇
年
に
設
立
さ
れ
、
一
九
二
六
年
に
王

立
国
際
問
題
研
究
所
へ
と
名
称
変
更
さ
れ
た
。

（
5
）  Robert H

. Keyserlingk, 

“Arnold Toynbee

’s Foreign Research and Press Service, 1939 -43 and Its Post-W
ar Plans for South-

East Europe,

” Journal of Contem
porary H

istory, 21: 4 （1986
）, pp. 542 -544. 

こ
の
時
期
の
ト
イ
ン
ビ
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の
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秩
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水
野
良
哉
「「
米
英
連
邦
」
の
模
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第
二
次
世
界
大
戦
初
期
に
お
け
る
ア
ー
ノ
ル
ド
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
の
世
界
秩
序
構
想

―
」『
国
際
政

治
』
二
〇
九
号
、
二
〇
二
三
年
、
一
四
六
―
一
六
二
頁
。

（
6
）  Arnold J. Toynbee, 

“The D
yason Lectures for 1956,

” Australian Journal of International A
ffairs, 10: 3 

（1956

）, pp. 16 -26; 
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史
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』
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際
書
院
、

二
〇
二
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年
、
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三
七
―
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三
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、
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三
六
頁
。
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8
）  E. H
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2016

）, pp. 71 -77, 150.

（
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）  D
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。
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